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２ 脳卒中（詳細については、別途「滋賀県循環器病対策推進計画」（令和６年３月）を策定）） 

 

目指す姿 

 

 

 

 

 

取組の方向性 

（１） よりよい生活習慣の定着や危険因子の管理により、脳卒中が予防できている 

（２） 早期に専門的な治療が可能な連携体制が構築され、質の高い医療が提供できている 

（３） 必要なリハビリテーションが切れ目なく受けられ、重症化予防のための管理ができている 

 

現状と課題および具体的な施策は「滋賀県循環器病対策推進計画」の第２章（本県の循環器病に関す

る現状）および第５章（分野別施策）１から３の項目に記載する。 

 

《数値目標》 

目標項目 現状値（R5） 目標値（R11） 

目指す姿（分野アウトカム） 

健康寿命（日常生活動作が自立している期間の平均） 
男性 81.19年（R3） 

延伸 
女性 84.83年（R3） 

脳血管疾患受療率（人口10万対） 
入院 78.0（R2） 

減少 
外来 40.0（R2） 

脳血管疾患の年齢調整死亡率（人口10万対） 
男性 73.7（R3） 

減少 
女性 49.6（R3） 

脳卒中初発の退院時 ｍRS＊（０～２） 48.7%(R4) 増加 

脳血管リハビリテーション実績指数 49.36点（R5.8） 向上 

脳卒中の再発率 
24.4％ 

（2011～2016年） 
減少 

取組の方向性（中間アウトカム） 

特定健康診査＊受診率 60.0%（R3） 70％以上 

特定保健指導＊実施率 26.3%（R3） 45％以上 

肥満傾向にある子どもの割合 
男子 10.07％（R3） 

減少 
女子 6.75％（R3） 

食塩摂取量 10.6ｇ（R4） 7.0ｇ 

rt-PA＊による脳血栓溶解療法実施件数・脳血栓回収療法

＊実施件数（合算） 
320件（R4） 増加 

来院からrt-PA静脈療法開始までの時間の中央値 77.0分(R4) 短縮 

来院から動脈穿刺までの時間の中央値 98.5分(R4) 短縮 

 県民が脳卒中の発症を予防し、健康寿命が延伸する 

 早期治療と適切な医療により、後遺症を抑えることができると共に、年齢調整死亡率が減少し

ている 

 再発・重症化を予防し、自分らしい暮らしが継続できる 
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目標項目 現状値（R5） 目標値（R11） 

脳血管疾患退院患者平均在院日数 132.3日(R2) 短縮 

回復期リハビリテーション病棟＊ 
全圏域７/７ 

14病院 
維持 

脳卒中の相談窓口を設置している急性期脳卒中診療が常

時可能な医療機関数 
４病院 増加 

 

《ロジックモデル》 

 

番号 具体的な施策(アウトプット） 番号 番号

1 健診、保健指導などの取組の推進

2 健康的な生活習慣の普及啓発 特定健診受診率

3 適切な救急要請と早期受診の推進 特定保健指導実施率
健康寿命（日常生活動作が自立している期間の平

均）

4
滋賀脳卒中センターによる情報収集と解析の推進、
データ活用できる方策の検討

肥満傾向にある子どもの割合 脳血管疾患受療率（入院・外来）

食塩摂取量

5

脳卒中の検査、診断、治療が24時間365日対応可
能でrt-PAによる血栓溶解療法、脳血管内治療によ
る脳血栓回収療法を行える医療機関の周知、治療
実績の把握

6
急性期治療を行う医療機関で、速やかに専門的治
療が開始できる院内体制の構築

rt-PAによる脳血栓溶解療法実施件数・
脳血栓回収療法実施件数（合算）

脳血管疾患による年齢調整死亡率（人口10万対）
（男・女）

7
医療需要に応じて二次保健医療圏にとらわれない
ネットワークの構築

来院からrt-PA静脈療法開始までの時間の中央値 脳卒中初発の退院時ｍＲＳ（０～２）

8
急性期医療機関において、身体機能の早期改善

のために早期にリハビリテーションが開始できる体
制整備

来院から動脈穿刺までの時間の中央値 脳血管リハビリテーション実績指数

9
支援者に対する知識や技術習得に向けた研修の

開催やリハビリに関する情報発信等の推進

10
生活の質の向上に向けた切れ目ないリハビリテー
ションの提供体制の整備

脳血管疾患退院患者平均在院日数 指標 脳卒中の再発率

11
重症化・再入院予防のための医療の実践と生活

管理の推進
回復期リハビリテーション病棟

12 多職種連携体制の推進
脳卒中の相談窓口を設置している急性期脳卒中

診療が常時可能な医療機関数

13 関係機関・職能による危険因子の管理の推進

1

指標

取組の方向性（中間アウトカム） 目指す姿（分野アウトカム）

よりよい生活習慣の定着や危険因子の管理により、脳卒中
が予防できている。

1

県民が脳卒中の発症を予防し、健康寿命が延伸する。

指標

3

指標

必要なリハビリテーションが切れ目なく受けられ、重症化
予防のための管理ができている。

2

早期に専門的な治療が可能な連携体制が構築され、質の
高い医療が提供できている。（感染症の発生・まん延、災害
時等を見据えた対策を含む）

指標

再発・重症化を予防し、自分らしい暮らしが継続できる。

3

2

早期治療と適切な医療により、後遺症を抑えることができ
ると共に、年齢調整死亡率が減少する。

指標
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３ 心疾患（詳細については、別途「滋賀県循環器病対策推進計画」（令和６年３月）を策定）） 

 

目指す姿 

 

 

 

 

 

取組の方向性 

（１） よりよい生活習慣の定着や危険因子の管理により、心疾患が予防できている 

（２） 早期に専門的な治療が可能な連携体制が構築され、質の高い医療が提供できている 

（３） 必要なリハビリテーションが切れ目なく受けられ、重症化予防のための管理ができている 

 

現状と課題および具体的な施策は「滋賀県循環器病対策推進計画」の第２章（本県の循環器病に関す

る現状）および第５章（分野別施策）１から３の項目に記載する。 

《数値目標》 

目標項目 現状値（R5） 目標値（R11） 

目指す姿（分野アウトカム） 

健康寿命（日常生活動作が自立している期間の平均） 
男性 81.19年（R3） 

延伸 
女性 84.83年（R3） 

心疾患（高血圧症性のものを除く）受療率（人口10万対） 

入院 43.0（R2） 減少 

（外来はモニタリ

ング） 
外来 110.0（R2） 

虚血性心疾患の年齢調整死亡率（人口10万対） 
男性 75.5（R3） 

減少 
女性 32.4（R3） 

心不全の再入院率（半年後） 14.9%(R4) 減少 

取組の方向性（中間アウトカム） 

特定健康診査受診率 60.0%（R3） 70％以上 

特定保健指導実施率 26.3%（R3） 45％以上 

肥満傾向にある子どもの割合 
男子 10.07％（R3） 

減少 
女子 6.75％（R3） 

食塩摂取量 10.6ｇ（R4） 7.0ｇ 

急性心筋梗塞患者の来院時からPCI＊施行までの所要時間

が90分以内の患者の割合（中央値） 
68.2％（R4）    増加 

虚血性心疾患退院患者平均在院日数 6.8日(R2) 短縮 

心血管疾患リハビリテーションが実施可能な二次保健医

療圏域 
6圏域（R4） 全圏域 

心血管疾患リハビリテーションの実施件数（SCR） 
入院 128.9(R2) 

増加 
外来 179.4(R2) 

 県民が心疾患の発症を予防し、健康寿命が延伸する 

 早期治療と適切な医療により、後遺症を抑えることができると共に、年齢調整死亡率が減少し

ている 

 再発・重症化を予防し、自分らしい暮らしが継続できる 
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目標項目 現状値（R5） 目標値（R11） 

病院連携でシート等を活用している診療所数/病院と連

携している診療所数 
18か所/301か所 増加 

 

《ロジックモデル》 

 

番号 具体的な施策(アウトプット） 番号 番号

1 健診、保健指導などの取組の推進

2 健康的な生活習慣の普及啓発 特定健診受診率
健康寿命（日常生活動作が自立している期間の平

均）

3 適切な救急要請と早期受診の推進 特定保健指導実施率
心疾患（高血圧症性のものを除く）受療率（人口10
万対）

肥満傾向にある子どもの割合

食塩摂取量

4
医療機関の連携による24時間365日専門医療

の提供が可能な体制の確保

5
二次医療圏域を中心とした急性心筋梗塞等心血管
疾患の医療提供体制を推進し、急性大動脈解離等
についてはより広域的なネットワーク体制の構築

急性心筋梗塞患者の来院時からPCI施行までの所
要時間が90分以内の患者の割合

6
急性期医療を提供する医療機関において来院後30
分以内に専門的な治療が開始できる体制づくりの
推進

虚血性心疾患退院患者平均在院日数 指標 虚血性心疾患の年齢調整死亡率（人口10万対）

7
身近な地域で心臓リハビリテーションが受けられる
体制整備

8
生活期に携わる医療福祉介護スタッフが、心臓リ

ハビリテーションに関する知識が得られる研修等の
実施

心血管疾患リハビリテーションが実施可能な二次保
健医療圏域の増加

指標 心不全の再入院率（半年後）

9
重症化・再入院予防のための医療の実践と生活

管理の推進
心血管疾患リハビリテーションの実施件数(入院・

外来）

10 多職種連携体制の推進
病院連携でシート等を活用している診療所数/病

院と連携している診療所数

11 関係機関・職能による危険因子の管理の推進

取組の方向性（中間アウトカム）

指標

2

早期に専門的な治療が可能な連携体制が構築され、質の
高い医療が提供できている。(感染症の発生・まん延、災害
時等を見据えた対策を含む）

目指す姿（分野アウトカム）

よりよい生活習慣の定着や危険因子の管理により、心疾患
が予防できている。

県民が心疾患の発症を予防し、健康寿命が延伸する。

指標

1

指標

必要なリハビリテーションが切れ目なく受けられ、重症化
予防のための管理ができている。

指標

3

2

再発・重症化を予防し、自分らしい暮らしが継続できる。

3

早期治療と適切な医療により、後遺症を抑えることができ
ると共に、年齢調整死亡率が減少している。

1
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第２章 本県の循環器病に関する現状 

１ 人口の状況 
（１）人口構成の推移と高齢化 

  滋賀県の人口は、令和２年（２０２０年）の国勢調査では、１４１万４,２４８人であ

り、前回（平成２７年(２０１５)年）の国勢調査と比較すると、１,３３２人(０.１％)の

増加になりましたが、その増加率は徐々に低下しています。 

 平成２７年（２０１５年）人口を基準に推計された本県の将来推計人口は、令和２７年

（２０４５年）には１２６万３千人となり、平成２７年（２０１５年）の人口の約８９％

になると見込まれています。 

 また、平成１７年（２００５年）から、６５歳以上人口（老年人口）割合は、１５歳未

満人口（年少人口）割合を上回っており、今後さらに高齢者人口割合は増加し、年少人口

割合は減少することが見込まれます。そして、令和２２年(２０４０年)には、県内のほと

んどの市町において高齢化率が３０～４０％以上になると見込まれています。 

 
【図１】 滋賀県の人口及び人口増加率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
【図２】 滋賀県の年齢（３区分）別人口の割合の推移と将来推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「国勢調査」令和２年（2020 年）（総務省） 

   「日本の地域別将来推計人口（平成 30 年 3 月推計）」（国立社会保障・人口問題研究所） 



4 

 

２ 平均寿命と健康寿命 
（１）平均寿命* 

   令和２年（2020 年）の本県の平均寿命（0 歳の平均余命）は、男性 82.73 年（全国

81.49 年）で全国 1 位、女性 88.26 年（全国 87.60 年）で全国２位となっています。 

 
【図３】滋賀県と全国の平均寿命（年） 

（平成 22 年（2010 年）、平成 27 年（2015 年）、令和２年(２０２０年)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

 

（２）健康寿命 

 健康寿命とは、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」（WHO

提唱）とされていますが、「健康」の定義の違いなどにより様々な算定方法があります。 

 厚生労働省「健康日本２１(第二次)の総合的評価と次期健康づくり運動に向けた研究」

では、３年ごとにこれら指標を公表しており、本県の健康寿命は、主観的指標（日常生活

に制限のない期間の平均）は、男性 ７３.４６ 年(全国 ７２.６８ 年)、女性 ７４.４４ 

年(全国 ７５.３８ 年)となっており、客観的指標（日常生活動作が自立している期間の

平均）では、男性 ８１.０７ 年(全国 ７９.９１ 年)、女性 ８４.６１ 年(全国 ８４.１

８ 年)となっています。 

また、県の衛生科学センターは、毎年度 、本県の健康寿命について、客観的指標を算

出しており、令和３年（２０２１年）は、男性 ８１.１９ 年、女性 ８４.８３年となっ

ています。 
 

【表１】滋賀県と全国の健康寿命（年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省・厚生労働科学研究 

厚生労働省「都道府県生命表」 
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【図４】 滋賀県の平均寿命および健康寿命（平均自立期間）の推移（年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（出典）：健康づくり支援資料集 

３ 死亡の状況 

（１）全体 

 本県の死因別死亡数は、がん（新生物）および脳血管疾患、心疾患等の循環器病で半数

近くを占めています。特に、女性はがん（新生物）よりも循環器病の死亡割合が高くなって

います。死因のうち女性は男性と比べて心疾患の割合が高くなっています。 

 
【図５】滋賀県の死因別死亡割合（％） 

 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省人口動態統計 令和４年（20２２年） 

【健康寿命の算出方法について】 

※１ 「日常生活に制限のない期間の平均」（主観的指標） 

国民生活基礎調査の「あなたは現在、健康上の問題で日常生活に何か影響がありますか」の問に

対して「ある」と回答したものを不健康な状態と定義し、生命表法とサリバン法を用いて算出している。

国の健康日本２１（第２次）における健康寿命の指標として用いられる。 

この指標は、３年に１度、都道府県別値が公表される。 

※２ 「日常生活動作が自立している期間の平均」（客観的指標） 

介護保険の要介護２～５を不健康な状態と定義し、生命表とサリバン法を用いて算出している。こ

の指標は３年に１度厚生労働科学研究において都道府県別値が公表される。 
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【図６】滋賀県の年齢階級別循環器系疾患の死亡数と循環器系疾患の死亡の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 厚生労働省人口動態統計 令和４年（20２２年） 

  

循環器病による死亡数は、年齢が上がるに従って増加しています。死亡の割合は、３５歳

から上昇し、８４歳まで約 20％を占め、8５歳以降では 25%を越えています。 

 

  本県の年齢調整死亡率は、脳血管疾患は 10 年間で男女ともほぼ半減しており、全国と

比較すると死亡率も低い状況です。虚血性心疾患は減少傾向にありますが、全国の傾向と

同じです。大動脈瘤および解離は、横ばいで、全国の傾向と同じです。 

 
【表２】主要疾患別年齢調整死亡率（人口 10 万対） 

 H17 年 

（2005 年） 

H2２年 

（201０年） 

H2７年 

(201５年） 

R2 年 

（20２０年） 
参考 

脳 血 管

疾患 

全国男性 １９４.３ １５３.７ １１６.０ ９3.8  

滋賀男性 １６９.９ １３８.９ ８５.７ ７6.２ 1 位 

全国女性 1２５.３ ９3.３ ７2.６ ５６.４  

滋賀女性 1１８.５ ８3.4 ６2.６ ４８.０ ５位 

虚 血 性

心疾患 

全国男性 1１６.４ １０１.５ ８４.５ ７3.０  
滋賀男性 １0８.4 ８２.1 ８６.１ ７７.９ ３６位 

全国女性 ６２.３ ５1.１ ３８.８ ３０.２  
滋賀女性 ６０.４ ４８.５ ３９.０ ３４.２ 3５位 

大 動 脈

瘤 お よ

び解離 

全国男性 １８.０ １９.９ １７.８ １７.３  
滋賀男性 １９.６ １８.８ １７.２ １５.６ １５位 

全国女性 ９.０ １０.４ １０.６ １０.５  

滋賀女性 １０.７ １０.７ １１.１ １０.3 １９位（同率２県） 
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厚生労働省人口動態統計特殊報告※３ 

※３ 毎年公表されている人口動態統計のデータをもとに、時系列分析などを行い都道府県別に主要死因の年齢調

整死亡率が 5 年に 1 回報告されます。 

 

（人） 

 
（％） 
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４ 発症の状況 

（１）滋賀脳卒中データセンター 

本県では、平成 23 年（2011 年）症例から、滋賀医科大学が脳卒中データの登録を行っ

ています。県内医療機関で脳卒中の疾病コードで抽出された症例を登録しています。 

 
【表３】発症年毎の登録の状況 

 
※４ 発症情報について、2015 年までは発症登録後、医師 2 名の判定による確定診断済。2016 年は発症登録時

診断による集計。 

 

【表４】初発・再発の別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

脳梗塞 2014 60.7 2129 64.9 2168 64.3 2184 65.1 2168 65.6 1,958 65.8

脳内出血 792 23.9 746 22.8 715 21.2 742 22.1 663 20.1 607 20.4

くも膜下出血 240 7.2 206 6.3 224 6.7 225 6.7 224 6.8 192 0.1

分類不能 11 0.3 3 0.1 - - 6 0.2 3 0.1 3 7.3

その他 263 7.9 195 6.0 263 7.8 197 5.9 258 7.5 216 7.3

男性 1,787 53.8 1,826 55.7 1,886 56.0 1,857 55.4 1,874 56.7 1,667 56.0

女性 1,534 46.2 1,453 44.3 1,484 44.0 1,497 44.6 1,430 43.3 1,309 44.0

30歳未満 17 0.5 14 0.4 18 0.5 22 0.7 12 0.4 8 0.3

30-<40歳 47 1.4 39 1.2 30 0.9 47 1.4 34 1.0 26 0.9

40-<50歳 131 3.9 134 4.1 146 4.3 134 4.0 142 4.3 140 4.7

50-<60歳 287 8.6 280 8.5 258 7.7 292 8.7 303 9.2 238 8.0

60-<70歳 631 19.0 630 19.2 647 19.2 652 19.4 659 19.9 565 19.0

70-<80歳 947 28.5 908 27.7 933 27.7 920 27.4 912 27.5 814 27.4

80歳以上 1,261 38.0 1,274 38.9 1,338 39.7 1,287 38.4 1,251 37.8 1,185 39.8

大津保健医療圏 803 25.0 776 24.4 756 23.2 872 26.9 851 26.6 - -

湖南保健医療圏 542 16.9 557 17.5 621 19.1 576 17.8 588 18.4 - -

甲賀保健医療圏 304 9.5 286 9.0 348 10.7 310 9.6 336 10.5 - -

東近江保健医療圏 501 15.6 466 14.7 453 13.9 497 15.3 501 15.7 - -

湖東保健医療圏 411 12.8 426 13.4 353 10.8 345 10.6 320 10.0 - -

湖北保健医療圏 482 15.0 479 15.1 554 17.0 421 13.0 398 12.4 - -

湖西保健医療圏 173 5.4 191 6.0 171 5.3 223 6.9 206 6.4 - -

発症情報※4

性別

年齢

居住医療圏

N=3,321 N=3,279 N=3,370 N=3,354 N=3,304 N=2,973

発症年

H23年

（2011年）

H24年

（2012年）

H25年

（2013年）

H26年

（2014年）

H27年

（2015年）

H28年

（2016年）

滋賀医科大学滋賀脳卒中データセンターより提供 

初発 再発 初発 再発 初発 再発 初発 再発 初発 再発 初発 再発

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

男性 52.8 56.4 53.9 60.6 55.0 58.7 53.8 60.4 55.0 62.3 53.7 63.0
女性 47.2 43.6 46.1 39.4 45.0 41.3 46.3 39.6 45.0 37.8 43.3 36.8

50歳未満 7.2 2.5 6.7 3.2 7.0 2.3 7.2 2.4 6.6 2.6 7.0 2.5
50-<60歳 10.5 3.8 9.7 5.4 9.1 3.7 9.8 5.2 10.0 6.4 9.1 4.5
60-<70歳 20.7 14.6 20.5 15.7 21.0 14.2 20.0 17.7 21.1 16.1 20.4 14.6
70-<80歳 26.2 34.4 26.2 31.6 25.6 33.4 25.9 32.3 26.6 30.5 25.7 32.5
80歳以上 35.3 44.8 36.9 44.1 37.3 46.4 37.1 42.5 35.6 44.4 37.8 46.0

H25年

（2013年）

H26年

（2014年）

H27年

（2015年）

H28年

（2016年）

性別

年齢

H23年

（2011年）

H24年

（2012年）
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５ 医療の状況 

（１）受療率* 
【図７】全国と滋賀県の受療率（人口 10 万対） 

入院－外来（初診－再来）×傷病大分類 

 

滋賀県の脳血管疾患の受療率は、入院・外来ともに全国と比べて低い状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滋賀県の心疾患の受療率は、入院・外来ともに全国とほぼ同様です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省 患者調査（H29 年 10 月、R2 年 10 月） 
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（２）医療費 

   滋賀県保険者協議会*が、医療保険制度の枠組みを超えた医療分析を行っています。 

全国健康保険協会（以下「協会けんぽ」）、健保組合（９保険者）、共済組合（４保険者）、 

市町国保（１９市町）、医師国保組合、後期高齢者医療広域連合の、レセプトデータを用いて

います。 

   疾病別費用額では、入院では、悪性新生物に次いで脳血管疾患、虚血性心疾患の割合が

高く、入院外では、高血圧性疾患の割合が高くなっています。 

 
【図８】生活習慣病 疾病別費用額（全体）（入院）（入院外）の割合（％） 

 

 （入院）                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （入院外） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
滋賀県保険者協議会「令和２年度 医療費等状況報告書（R５.3 発行）」 

                     （疾病分類別統計の使用データ：令和２年５月診療分） 

 

   

 

 

 

 

悪性新生物, 
15.4

脳血管疾患, 8.6

虚血性心疾患, 
3.3

腎不全, 2.8

糖尿病, 1.7

慢性閉そく性肺

疾患, 0.4

脂質異常症, 0.1

高血圧性疾患, 
0.8

その他, 67

高血圧性疾患
13%

悪性新生物
11%

腎不全
5%

糖尿

脂質異常症
3%

虚血性心疾患
2%脳血管疾患

1%慢性閉そく性

その他
57%
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第５章 分野別施策 
１ 子どもの頃からの循環器病の予防と正しい知識の普及啓発 

 

 
  県民が循環器病を知り、健康寿命が延伸する 

目標 評価指標 出典 現状値 目標 

健康寿命が延伸する 
健康寿命※２ ｐ５上枠内 
（日常生活動作が自立

している期間の平均） 

県 衛 生 科

学センター

算出 

男性 ８１．１９年 

女性 ８４．８３年 
（Ｒ３年） 

延伸 

   

循環器病の発症が予防できる 

 目標 評価指標 出典 現状値 目標 

脳血管疾患罹患率が減

少する 
脳血管疾患受療率
（人口 10 万人対） 

患者調査 

入院  ７８.0 

外来  ４０.0 
(Ｒ2 年) 

減少 

心疾患罹患率が減少す

る 

心疾患（高血圧症性

のものを除く）受療率
（人口 10 万人対） 

入院  ４３.0 

外来 １１０.0 
（Ｒ２年） 

減少 
(外来は

モニタリ

ング) 

若い世代の脳卒中の発

症が減少する 

初発患者の 60 歳

未満の割合の平均 

滋賀医科大

学（脳卒中

データセン

ター） 

16.９% 
（2011～201６年、

2019 年の平均）） 
減少 

若い世代の虚血性心疾

患の発症が減少する 

６０歳未満の急性心

筋梗塞発症率 

滋賀医科大

学（脳卒中

データセン

ター 

今後把握 減少 

 

 

 ★補足説明 ＜評価指標の「検討」や「－」の記載について＞ 

本計画は、めざす姿（県民のあるべき姿）を「分野目標」におき、その分野目標を達成する

ために、必要な状態を「中間目標」とし、「分野目標」「中間目標」それぞれに、目標が達成され

たとする指標を「評価指標」として国の公表数値や県の調査等で得た数値を用いています。 

 「検討」と記載している評価指標は、現時点で適当な指標がないため、今後計画を推進する

なかで検討するものとしています。「今後把握」とあるものは県で調査して収集し、 進行管

理や評価で示していく方針です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分野目標 めざす姿（県民のあるべき姿） 
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１ 子どもの頃からの循環器病の予防と正しい知識の普及啓発 分野の現状と課題 

 

本県では、平成１３年（２００１年）３月に「健康いきいき２１－健康しが推進プランー」を策

定し、健康増進と生活習慣病予防の推進および健康を支え守るための社会環境の整備を進

め、県民の豊かな生活と健康寿命の延伸を目指してこれまで取組を進めてきました。 

また、「滋賀県食育推進計画（第３次）」では乳幼児期から高齢期まで生涯を通じた食育を

進め、「食で育む元気でこころ豊かにくらす滋賀」を目指して、生活習慣病予防のための取組

みも進めてきました。 

 

循環器病の多くは、運動不足、不適切な食生活、喫煙等の生活習慣や肥満等の健康状態

に端を発して発症することから、子どもの頃から循環器病の発症予防のためによりよい生

活習慣の定着が必要です。 

 

 平成２０年（２００８年）から生活習慣病を予防し、医療費を適正化することを目的に特定健

診*が始まりました。平成２７年（２０１５年）の国民健康保険法一部改正により、平成３０年度

（２０１８年度）から国民健康保険は県単位化され、県も医療保険者として責任をもって、市

町とともに保健事業を推進することとなりました。 

平成３０年（２０１８年）３月には「滋賀県国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計

画）」を策定し、データ活用による生活習慣病の予防を通じた健康づくりのための保健事業

を進めています。 

  

本県は、健康推進員による地域に根ざした活動や、食生活・運動・介護予防等のテーマに

おいて地域で実践している企業・団体を「健康づくりサポーター」として認定するなど、地域

での健康づくり活動を推進しています。 

平成３０年度（２０１８年度）からは、企業や大学、地域団体、行政など多様な主体が集い、

健康づくりにつながる新たな活動を創出するためのプラットフォームとして「『健康しが』共

創会議」を設置しています。 

 

こうした取組を生かしながら、循環器病に対する意識を高め、県民が循環器病の発症予

防・突然の発症時の対応、重症化予防、疾患リスクの管理を行うことが出来るように、ライフ

ステージに応じた循環器病に関する正しい知識の普及啓発が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜中間目標＞取組の方向性 分野目標を達成するために必要なこと 

 よりよい生活習慣が定着して循環器病が予防できる、危険因子の管理がされ必要な治

療が受けられる、突然の症状に対応できる知識が得られる体制が充実している 
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（１）健康増進 

よりよい生活習慣が定着し、循環器病が予防できる 

 

 目標 評価指標 出典 現状値 目標 

特定健診*受診率が

向上している 
特定健診受診率 特定健診・特

定保健指導

の実施状況 

６０．０％ 
（R３年） 

70% 

以上 

特定保健指導*実施

率が向上している 

特定保健指導実施

率 

26.３% 
（R３年） 

45% 

以上 

特定保健指導対象

者の割合が減少し

ている 

特定保健指導対象

者の減少率（H20

年と比べて） 

特定健診・特

定保健指導

の実施状況 

９.１%減 
（R３年） 

25%以

上減少 

適正体重*を維持し

ている人が増加し

ている 

肥満者の割合 

滋賀の健康・

栄 養 マ ッ プ

調査（Ｒ４年） 

20～60 歳代  

男性 2８．０% 
40～60 歳代 

女性 １４.６% 

 

22% 

 

12% 

肥満傾向にある子

どもの割合（10 歳

の肥満傾向児 肥

満度２０％以上） 

 

学校保健統

計（Ｒ３年） 

 

 

１0 歳  

男子１０．０７% 
女子  ６．７５％ 

 

 

 

減少 

食塩摂取量が減少

している 
食塩摂取量 

 

 

滋賀の健康・

栄 養 マ ッ プ

調査 

（Ｒ４年） 

 

 

１０．６ｇ ７．０g 

運動習慣者が増加

している 
運動習慣者の割合 

20～64 歳  

男性 2６．１% 

女性 ２０.２% 
65 歳以上 

男性 4０.４% 

女性 40.５% 

 

３０% 

 

 

５０% 

 

喫煙率が減少して

いる（喫煙をやめた

い人がやめる） 

喫煙率 
男性１９．３% 

 女性 ４．２％ 

１５.0% 

3.0% 

生活習慣病のリス

クを高める量を飲

酒している者が減

少する 

1 日あたりの純アル

コール摂取量が男性

40ｇ以上、女性 20g

以上の者の割合 

男性 11.３% 

女性 ６．９% 

10．０% 

４．０% 

歯と口腔の健康が

向上している 

過去１年間に歯科

健診を受診した者

の割合(18 歳以上) 

 

県歯科保健

実態調査 

（R4 年） 

 

 

 

３７% 

 

 

９５% 

ヒートショックが予

防できている 

ヒートショックの認

知度 

滋賀の医療福

祉に関する県

民 意 識 調 査

（Ｒ４年） 

４９．６％ 増加 
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24.9 
25.4 25.3 

27.9

26.6 26.4 

25.4 

29.1

22.0

23.0

24.0

25.0

26.0

27.0

28.0

29.0

30.0

Ｈ20 Ｈ22 Ｈ27 Ｒ３

滋賀県 全国

現状と課題 

＜健康増進＞ 

 特定健診等を受診することで、自らの生活習慣病リスクなどを確認し、必要な場合は、保

健指導を受けることで生活習慣の改善方法について理解し、自ら健康的な生活習慣への取

組方法を選択して、健康増進と生活習慣病予防を行うことが必要です。 

 本県の特定健診・特定保健指導実施率は年々上昇していますが、新型コロナウイルス感染

症流行下においては健診の受診控えがみられました。 

 特定健診受診率向上のための取組や効果的な特定保健指導のための取組を、継続して行

う必要があります。 

 県内の医療保険者の健診等データ集計・分析では、4 分の１以上がメタボ該当者※５です。 

  

【図９】特定健診受診率(%)               【図１０】特定保健指導実施率(%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 【図１１】メタボリックシンドローム該当者・予備軍の割合 年次推移(%)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 栄養・食生活 

・本県は、４０～６０代の男性の３人に１人が肥満です。 

・肥満傾向にある子どもの割合は、小学５年生男子で増加しています。 

・肥満は、循環器病の発症リスクであるため、子どもの頃から対策を進める必要があります。 

・食生活でバランスのとれた食事に気をつけている人の割合は、全年齢で増加傾向となり、

意識は向上している状況です。 

・野菜摂取量については、男女ともに一日目標量（３５０g）に達していません。 

・高血圧症が虚血性疾患の発症リスクであり、食塩の取りすぎが高血圧の原因となるため、

子どもの頃から食塩摂取量を抑えることが必要です。 

特定健診・特定保健指導の実施状況（厚生労働省） 

特定健診・特定保健指導の実施状況（厚生労働省） 

腹囲男性 85cm 以上、女性 90cm 以上かつ 

下記①～③で 2 つ以上に該当 

①中性脂肪 150mg/dL 以上、または HDL コレステ

ロール 40mg/dL 未満、もしくはコレステロールを

下げる薬を服用 

②収縮期血圧 130mmHg 以上、または拡張期血圧

85mmHg 以上、もしくは血圧を下げる薬服用 

③空腹時血糖 110mg/dL 以上、または HbA1c

（NGSP 値）6.0%以上、もしくはインスリン注射ま

たは血糖を下げる薬服用 

 

予備群は上記と同様で、3 項目のうち 1 つに該当す

るもの 

※５メタボ該当者 
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【図 1２】肥満とやせの割合 BMI (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【図１３】肥満の割合  年次・性別・年齢別（％）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【図１４】小学５年生肥満傾向児の割合（％） 性別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【図 1５】野菜類摂取量 性・年代別平均値（g）  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

滋賀の健康・栄養マップ調査 

滋賀の健康・栄養マップ調査（令和４年度） 

滋賀の健康・栄養マップ調査（令和４年度） 
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【図１６】食塩摂取量の年次推移（ｇ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②運動・身体活動 

・身体活動量が多い者や運動をよく行っている者は、虚血性心疾患、高血圧、糖尿病などの

罹患率や死亡率が低いことや、生活の質の改善に効果をもたらすことがわかっています。 

・意識的に運動をしている割合は、２０～６４歳の男女とも約２割であり、高齢者よりも低く

なっています。 
【図１７】運動習慣者の割合の年次推移（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③喫煙 

・喫煙は、循環器病をはじめ多くの疾患と関係していることがわかっています。 

・受動喫煙についても、虚血性心疾患や脳卒中のリスクが高くなることがわかっています。 

・20 歳以上の者の喫煙率は男女ともに年々低下しており、全国平均を下回っています。 
【図１８】喫煙率の年次推移（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

滋賀の健康・栄養マップ調査 

滋賀の健康・栄養マップ調査、国民健康・栄養調査 
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37.0

29.8

32.4

0.9

定期的に受けて

いる

時々受けている

受けていない

無回答

（％）

【図１９】喫煙率の推移（性別・年代別） 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④飲酒 

・生活習慣病のリスクを高める量（一日当たり１あたり純アルコール摂取量男性 40g 以上・

女性 20g 以上）を飲酒している人の割合は、男性ではやや減少傾向ですが、女性では増加

しています。 

 
【図２０】生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している人の割合（年次推移） 

                                         主な酒類の換算の目安 
  

ビール 

（中瓶 1 本 500ml） 
２０g 

清酒 

（1 合 180ml） 
２２g 

ウイスキー・ブランデー

（ダブル 60ml） 
２０g 

焼酎（25 度） 

（1 合 180ml） 
３６g 

ワイン 

（１杯１２０ml） 
１２g 

 

⑤歯・口腔の健康 

・口腔の健康は、健康で質の高い生活を営む基盤となり、全身疾患との関連や平均寿命、健

康寿命の延伸にも寄与することを啓発していく必要があります。 

・歯周病*の罹患と循環器病罹患の間には多くの関連が報告されており、重要なリスクファク

ターであることがわかってきています。 

【図２１】定期的に歯科健診を受けている人の割合（年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度滋賀の健康・栄養マップ調査 

滋賀の健康・栄養マップ調査 
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⑥保健教育 

子どもたちが社会の変化に伴う新たな健康課題の解決を図るために、生涯を通じて健康

な生活を送る基礎を培うことを目指した学校における保健教育を推進することが重要です。

保健教育は小学校、中学校、高等学校の学習指導要領に基づき実施しています。 

なお、保健教育は小学校の体育科「保健領域」、中学校の保健体育科「保健分野」、高等学

校の保健体育科科目「保健」の他に、技術・家庭科、家庭科、特別活動、総合的な学習・探究の

時間等、学校の教育活動全体を通じで行う必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ヒートショック 

・ヒートショックは、病名ではなく、急な温度変化により、血圧が上がったり下がったり大きく

変動することで起こる健康被害のことで、失神したり、心筋梗塞や脳卒中などの血管の疾患

が引き起こされることを言います。 

・ヒートショックを起こすリスクを持つ人は、加齢による生理機能の低下で血圧が変動しやす

い高齢者、高血圧の方、糖尿病や脂質異常症などの方とされています。 

・ヒートショックは、暖房している暖かい場所と暖房のない寒い場所との温度差が激しくなる

寒い時期に脱衣所、浴室、トイレなどで起こりやすいです。 

・平成２６年（２０１４年）の冬季死亡増加率の全国比較（図２２）を見ると、寒冷な北海道や青

森県が低く、やや温暖な栃木県、茨城県が高いなど、断熱性能がよい住宅が普及している地

域が低いことが指摘されています。本県は高い方から８番目となっています。 

・国土交通省が平成２６年度（2014 年度）から実施しているスマートウェルネス住宅等推進

調査事業では、省エネリフォームを実施した居住者の健康への影響がわかってきています 

・例えば、室温の低下による血圧の上昇は高齢者の方が大きくなりますが、住宅の断熱性が

改善すると血圧の上昇が抑えられるなど、生活空間における温熱環境が、居住者の健康に

関係することが明らかになっています。 

・断熱性を高める住宅設備の普及は十分といえない状況のため、国では、経済面だけでなく、

ヒートショックや高血圧症などの予防も含めて、より健康で快適な暮らしのために省エネル

ギー住宅を推進しています。 

・ヒートショックは、冬季に限らず、急な温度変化が健康被害をもたらすものであるため、県

民に予防の周知啓発を行うことが必要です。 

・県民意識調査では、４９．６％がヒートショックについて「予防法を知っている」と回答され

ており、今後も予防法を含めた認知度を高めていくことが必要です。 
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【図 2２】平成２６年（２０１４年）冬季死亡増加率（４月から１１月の月平均死亡者に対する 

１２月から３月の月平均死亡者数の増加率） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

取り組むべき施策～中間目標達成のための取組～ 

 

【特定健診・特定保健指導の充実】 

・市町、企業、保険者、地域団体等と連携し、特定健診・特定保健指導の実施率向上のため、

積極的な情報提供や啓発を行います。 

・保険者における特定健診の結果、発症リスクの高い人に保健指導が確実にできる体制を

整備します。 

・利用勧奨方法の検討や保健指導実施者の資質の向上により、効果的な特定保健指導を実

施します。 

 

【健康的な生活習慣の普及啓発】 

①栄養・食生活 

・循環器病予防のために、食塩摂取量の減少と、野菜・果物摂取量の増加を目指した普及啓

発を行います。 

・保育所、幼稚園、学校、地域で行う食育活動と連携し、朝食をとることの大切さなどの望ま

しい食事や共食の推進についての啓発を行います。 

・各健康診断等に合わせて、健康を維持するための望ましい食事のとりかたに関する指導等

を進めます。 

・しが健康栄養ケア・ステーション（滋賀県栄養士会）において、栄養士のいない診療所等と

連携し、生活習慣病や低栄養の改善に向けた（訪問）栄養食事指導を推進します。 

・社員食堂等の給食施設において、栄養バランスのとれたメニューの提供や健康づくり情報

の提供が行われるよう、施設や企業に働きかけ、食環境の整備を推進します。 

 

②運動・身体活動 

・保育所、幼稚園、学校、地域団体と連携し、子どもの頃からの運動習慣の定着化に向けた取

組を進めます。 

・日常の身体活動量を毎日１０分増やすことを目的に、市町や企業、保険者、地域団体等と連

携して「運動プラス 10」の啓発を進めます。 
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・公共の運動施設や地域のスポーツクラブの利用促進等、自主的な活動を支援します。 

・ともに運動する仲間づくりが進むよう、市町の取組や、企業・保険者等の主体的な活動を

支援します。 

・適切な運動指導が行える健康運動指導士や健康運動実践指導者、理学療法士などの専門

職の活用を図ります。 

・楽しみながら気軽に健康づくりに取り組むことのできる健康推進アプリ「BIWA-TEKU」

の普及を促進します。 

・県民が、腕時計のように手軽に身に着けるだけで、一日の歩数や運動量、睡眠計、心拍数

の測定等、自身の健康管理ができる様々な機能を持つ「活動量計（ウェアラブル端末*）」の活

用を進めます。 

 

③喫煙 

・喫煙による健康影響について正しい知識が持てるよう、様々な機会を通じて情報提供を行

います。 

・喫煙をやめたい人が禁煙できるよう、市町、医療機関、薬局等とともに、禁煙支援や治療に

関する情報提供を行います。 

・20 歳未満の者の喫煙は、将来の疾病リスクが大幅に増加することや、習慣化した喫煙行

動を中断させることは困難であることから、学校、市町、医師会、薬剤師会、地域団体等と連

携しながら、20 歳未満の者の喫煙開始を防ぐための啓発を行います。 

・子どもの受動喫煙防止対策の観点から、学校や市町等と連携し、家庭での受動喫煙防止の

普及啓発を行います。 

 

④飲酒 

・飲酒の健康影響や「節度ある適度な量の飲酒」などの情報提供を行います。 

・学校、市町、医師会、薬剤師会、地域団体等と連携しながら、20 歳未満の者の飲酒をなく

すための啓発を行います。 

 

⑤歯・口腔の健康 

・歯周病と健康、心筋梗塞、心内膜炎、脳梗塞等の循環器病との関連を広く啓発するととも

に、かかりつけ歯科医院を持つことを推奨し、定期的に口腔の健康管理を続けることを推進

します。 

・市町や歯科医師、歯科衛生士は、乳幼児健診や歯周病検診、特定健診・特定保健指導等の

健診の機会および診療の機会を活用し、かかりつけ歯科医院の役割について啓発します。 

・県は、口腔機能の役割や口腔ケアの必要性について、平均寿命や健康寿命の延伸とともに

啓発します。 

 

⑥保健教育 

・学校で行う保健教育では今日の疾病構造の変化に伴う疾病予防の考え方として、一次予

防（適切な食事や運動不足の解消、喫煙、ストレスコントロールといった健康的な生活習慣づ

くりの取組や予防接種、環境改善など）の内容を充実します。 

・学校医、学校薬剤師、保健師などと連携し、保健教育の充実について検討します。 

 

⑦ヒートショック 

・県は、市町や関係機関・団体と連携してヒートショック予防のための啓発を行います。 

・健康で環境にもやさしい「健康・省エネ住宅」の普及に向け、関係機関と連携して住宅相談
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窓口を設けるとともに、既存住宅への窓断熱設備等の導入に対し支援します。 

・省エネリフォームの進め方や活用可能な補助・融資制度等を周知するため、民間事業者等

と連携したセミナーを開催するなど、情報発信や普及啓発を実施します。 

 

【関係機関・団体や民間と協働した循環器病に関する啓発】 

・県、市町、保険者、教育機関、職能団体、企業等が協力して循環器病発症予防、危険因子の

健康教育、健康講座等を実施します。 

・健康づくりのボランティアである健康推進員や食育推進ボランティアなど住民リーダーの

活動を支援し、健康づくり・食育推進のための活動を促進します。 

・「健康しが」共創会議に参画する企業等とともに、循環器病発症予防を視点に入れた活動

創出等を推進します。 

 

（２）発症予防（受診支援や危険因子の管理） 

  適切な治療が受けられている（危険因子の管理ができている） 

 目標 評価指標 出典 現状値 目標 

高血圧が改善さ

れる 

収縮期圧の平均値 

厚 生 労 働 省

NDB（４０歳以

上７５歳未満） 

男性 1２８.７mmHg 

女性 1２４.０mmHg 

（R２年）     

123.7 
mmHg 

1１９．０
mmHg 

高血圧性疾患の年齢

調整外来受療率 
患者調査 

２５６．３ 
（R２年） 

減少 

脂質異常症の治

療が受けられて

いる 

LDL コレステロール 

１６０ｍｇ/dl 以上の

者の割合 

厚 生 労 働 省

NDB（４０歳以

上７５歳未満） 

 男性１１．１% 

女性 1２.６% 
(R２年) 

8.９% 
 

脂質異常症の年齢調

整外来受療率 
患者調査 

8５.７ 
（R２年） 

減少 

血糖コントロール

不良者の減少 

特定健診で HｂA１ｃ

８.0%以上の者の割

合 

厚 生 労 働 省

NDB（４０歳以

上７５歳未満） 

１．２% 
(R２年) 

１．０％ 

ハイリスク者※６が

受診できる 

ハイリスク者の医療

機関受診率 

（国保）特定健

診 
42.7% 

（R3 年） 
80% 

不整脈による重

篤な疾患が予防

できる 

心原性脳塞栓症患者

数 

滋賀県独自調

査 
４８７人 
（R４年） 

減少 

 

 

 

現状と課題 

 原因となる疾患の適切な管理により循環器病の発症予防が期待できます。 

 

・高血圧症は、脳卒中の最大の危険因子です。 

・血圧は、収縮期血圧 140 ㎜ Hg 以上、拡張期血圧 90 ㎜ Hg 以上で、血管系の病気のリス

クが急激に高まることがわかっています。 

・血圧は健診や受診だけでなく、家庭用の自動血圧計も普及してきており簡単に測定できる

ようになってきています。 

・高血圧症には、食事、運動といった生活習慣の改善が大切ですが、原因は様々です。 

※６ Ⅱ度高血圧、HbA1c７.０％以上、LDL180mg/dl 以上、尿たんぱく２＋、血清尿酸値 9.0 以上 
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・高血圧症を放置していると、脳卒中、心不全、心筋梗塞、狭心症、腎不全*、大動脈瘤などが

起こりやすくなります。 

・本県の国民健康保険の特定健診では、収縮期血圧の平均値は横ばいであり、高血圧性疾

患の年齢調整受診率も全国を上回っているため、栄養、運動、喫煙、飲酒などの生活習慣の

改善が必要です。 

・生活習慣を改善しても効果が得られない場合は、血圧を下げる薬による治療を受けること

が必要です。 

 

・脂質異常症は、虚血性心疾患（心筋梗塞・狭心症等）の最大の危険因子です。また、脳卒中

の危険因子でもあります。 

・脂質異常症は、HDL コレステロール*（善玉コレステロール）、LDL コレステロール*（悪玉コ

レステロール）、中性脂肪の値によって診断されます。 

・脂質異常症は、血管の中で動脈硬化*を引き起こし、進行すると血管が狭くなり血液が通り

にくくなります。そのため、血管がつまる「心筋梗塞」や「脳梗塞」などを引き起こすことがあ

ります。 

・脂質異常症といわれて動脈硬化を予防するには、食事、適正体重の維持、運動、禁煙とい

った生活習慣の改善が必要です。 

・また、生活習慣の改善によっても効果が不十分であるなどの場合は服薬治療が必要にな

ります。 

・本県の、国民健康保険の特定健診では、LDL コレステロール値 160mg/ｄｌ以上の者の割

合は微増傾向にあり、改善されるよう取り組む必要があります。 
 

・糖尿病は、動脈硬化を引き起こす危険因子です。 

・糖尿病患者は、脳卒中や虚血性心疾患を起こすリスクが高いことがわかっています。 

・糖尿病の合併症を予防するために、HbA1c*をコントロールすることが大切です。 

・本県の国民健康保険の特定健診では、HbA1c が 7.0％以上の者の割合は増加傾向であ

るため、栄養、運動などの生活習慣の改善を促すような取組が必要です。 

 

・市町において健診の結果に基づく「ハイリスク基準」が決められており、受診勧奨判定値以

上の住民に対して、受診勧奨が行われています。 

・特定健診の受診率は年々上昇していますが、目標値とは乖離しているため受診勧奨に取り

組む必要があります。 

・未治療者や治療中断者の減少に向けて、医療機関受診や治療につながるよう取り組む必

要があります。 

 

・不整脈は、色々な種類があります。脈が速くなったり、ゆっくりになったり、不規則に打つ

などがありますが無症状のこともあります。 

・ペースメーカーは、徐脈が生じる不整脈に埋め込まれることが多いです。 

・不整脈のうちで心室細動など死に至るものもあります。 

・心房細動という不整脈によって起こる脳梗塞を心原性脳塞栓症と言いますが、高血圧や糖

尿病などのリスク因子を持っていることで引き起こされることがあります。 

・心原性脳塞栓症は発症すると重症化しやすいため、原因の１つである心房細動を早く発見

して、抗凝固療法等の診療ガイドラインに基づいた適切な治療を受けることが必要です。 

・心電図は、特定健診の基本的な検査項目には含まれていませんが、一定の基準のもとに医

師が必要と認めた場合に実施されています。 
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・本県では、一部の市町で特定健診の集団健診受診者全員や希望する者に対して心電図検

査を行っています。 

・近年、抗がん剤や放射線などのがん治療によって循環器系の合併症（心毒性）が起こること

が分かってきました。また、がん自体が血栓をできやすくすることがあることもわかってき

ました。がん治療の進歩により、がん患者の予後は年々改善していますが、その一方で高血

圧症、心機能障害、血栓塞栓症、虚血性心疾患などを合併するリスクが高まることが知られ

ています。これらの循環器合併症が起こると、がん治療の変更や中止を余儀なくされ、十分

ながん治療が受けられなくなる可能性があります。それを防止するためにも定期的な健診

や受診による発症予防や早期発見が重要です。 

・服薬については、どの薬も決められた通りに服用することが大切です。 

 

・県政モニターアンケートでは、脳卒中や心筋梗塞の危険因子について回答を求めたところ、

高血圧の影響について 90%程度認知されていましたが、脂質異常症は 80%程度、歯周病

との関連は６０％程度の認知度でした。 

・生活習慣病が循環器病の危険因子であることが認知されて、適切な管理や治療が受けら

れていることが大切です。 

 
【表５】高血圧性疾患の年齢調整外来受療率（％）  【表６】脂質異常症の年齢調整外来受療率（％） 

 H23 年 H26 年 H29 年 R2 年   H23 年 H26 年 H29 年 R2 年 

滋

賀 
314.4 274.1 261.3 2５６.３ 

 滋

賀 
72.8 80.9 61.0 ８５.７ 

全

国 
276.5 262.2 240.3 2１６.９ 

 全

国 
71.7 67.5 64.6 6６.８ 

 

 

【表７】収縮期圧の平均値(mmHg)       【表８】LDL コレステロール値 160mg/ｄｌ以上の者の割合（％） 
 H2２年 H27 年 H30 年 R3 年   H22 年 H27 年 H30 年 R3 年 

男

性 
130.2 130.2 132.5 13１.４ 

 男

性 
10.6 9.0 6.0 ７.３ 

女

性 
127.8 127.9 131.0 1２９.９ 

 女

性 
16.3 14.2 10.5 1１.４ 

  

 

【表９】糖尿病治療中の者で HbA1c が 7.0%以上の者の割合（％） 
 H2２年 H2７年 H３０年 R3 年 

滋

賀 
45.8 37.7 37.2 3８.０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国民健康保険 特定健診 国民健康保険 特定健診 

国民健康保険 特定健診 

厚生労働省 患者調査 厚生労働省 患者調査 
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【図２３】「脳卒中や心筋梗塞の危険因子を知っていますか」の選択（％）（N=2７５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取り組むべき施策～中間目標達成のための取組～ 

 

【受診支援の充実】 

・特定健診の結果、受診勧奨値以上であった人が、確実に医療機関へ受診できるよう、各保

険者が働きかけを行う体制づくりを支援します。 

・特に、脂質異常症（LDL180mg/dl 以上）、高血圧（Ⅱ、Ⅲ度以上）の者の受診勧奨を徹底

します。 

・循環器病のリスク因子である糖尿病の重症化予防のため、糖尿病性腎症重症化予防プロ

グラムをもとに、県、市町、医師会、保険者等関係団体と連携して、受診後のフォロー体制づ

くり、コントロール不良者に対する医療機関と連携した保健指導、治療継続のための支援の

実施など各地域の実情に応じた取組を進めます。 

・長期にわたるがん治療（抗がん剤や放射線治療）による循環器病のリスクやがんに伴う血

栓症のリスクに関する情報提供を実施します。 

 

【保健指導の充実】 

・脳血管疾患の発症予防のために「脳卒中治療ガイドライン」に基づき、危険因子（①高血圧

②糖尿病③脂質異常症（高 LDL コレステロール）④心房細動⑤喫煙⑥大量飲酒）の減少を目

指し特定健診・保健指導を中心に取り組みます。 

・虚血性心疾患の発症予防のために「虚血性心疾患一次予防ガイドライン」に基づき、危険因

子（①脂質異常症②高血圧③糖尿病④肥満⑤メタボリックシンドローム*⑥慢性病⑦喫煙）の

減少をめざし、一次予防に有効とされる身体活動の増加と栄養の改善を図る事業や特定健

診・特定保健指導を中心に取り組みます。 

 

【不整脈の管理の推進】 

・不整脈に気づくことで、適切な治療につながるよう対策を検討します。 

・必要な人に、治療（抗凝固療法等）ができているか現状の把握について検討します。 

・脈拍を自己チェックするなどの自己管理の啓発を行います。 

 

 

 

令和５年度県政モニターアンケート 

62.9

82.2

89.1

88.0

88.4

81.5

84.4

90.9

7.6

4.4

2.5

4.0

2.5

2.5

2.5

2.2

29.5

13.5

8.4

8.0

9.1

16.0

13.1

6.9

歯周病

不整脈

過度の飲酒

喫煙

肥満

脂質異常症

糖尿病

高血圧

影響がある 関係ない どちらともいえない
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（３）突然の発症時の対応（応急手当・救急要請） 

突然の症状出現時に対応ができる 

 目標 評価指標 出典 現状値 目標 

脳卒中の前駆症状を知

っている 

一 過 性 脳 虚 血 発 作

（TIA）症状の認知度 

県政モニター

アンケート 
6９．８% 

（R５年） 

モニ

タリン

グ 

目の前で人が突然倒れ

た際に心肺蘇生など応

急手当ができる 

一般市民が目撃した心

原性心肺機能停止傷病

者のうち、一般市民が 

心肺蘇生を実施した割

合 

消防庁「救急

救助の状況」 
５４％ 
（R３年） 

向上 

応 急 手 当 が 実 施 で き

る、多分できると思うと

回答した割合 

県政モニター

アンケート 
4４.４％ 

（R５年） 

モニ

タリン

グ 

バイスタンダー*が AED

操作や救命措置ができ

る 

心肺機能停止傷病者全

搬送人員のうち、一般

市民により除細動が実

施された件数 

消防庁「救急

救助の状況」 

 

１９件 
（R３年） 

増加 

 

 現状と課題 

・一過性脳虚血発作（ＴＩＡ：transient（一過性の） ischemic（血流が乏しくなる） attack

（発作））とは、脳の一部の血液の流れが一時的に悪くなることで、半身の運動まひなどの症

状が現れ、多くは数分から数十分で完全に消えます。 

・一過性脳虚血発作は、脳卒中の前ぶれで、今後脳卒中を発症する恐れがあるため早急な受

診が必要です。 

・県政モニターアンケートでは、6９.８%が一過性脳虚血発作について「よく知っている」「前

ぶれがあることは知っている」と回答されており、周知に加えて対応できるように啓発する

ことが必要です。 

・また、「Ｆ．Ａ．Ｓ．Ｔ」という脳卒中の代表的な３つの症状の有無と発症時刻を確認して、一刻

も早く救急受診するよう呼びかけるスローガンがあります。 

・「Ｆ．Ａ．Ｓ．Ｔ」のＦ（Ｆace）は顔の麻痺、Ａ（Ａｒｍ）は腕や身体の麻痺、Ｓ（Speech）は言葉の

障害、Ｔ（Ｔｉｍｅ）はすぐに病院に行く、ことです。 

・症状があっても「軽いから」と様子見をしたり、「この程度で救急車は呼べない」と救急要請

をしないことがありますが、脳卒中は時間との勝負ですので早期の治療が必要です。しかし

実際は、発症してから時間が経過したり、倒れてから発見に時間を要したりすることがあり

ます。 

・症状に気づいたら本人または周囲の人が速やかに救急要請を行うことが重要です。 

・しかし、周囲に誰もいない場合や独居で発症時に救急要請ができず、発見が遅れて死亡に

至る、重篤な後遺症が残るなどもあるため、家族や地域住民の見守りの他、ICT を活用した

支援が求められています。 

・救急現場に居合わせた人で発見者、同伴者等をバイスタンダーと言います。（以下「バイスタ

ンダー」という。） 

・令和３年（２０２１年）中における全国の救急隊が搬送した心肺機能停止傷病者数のうち、救

急隊が到着するまでに一般市民により応急手当が実施された場合の傷病者の１か月後の生

存者数は約 ２倍であり、救命効果が高くなっています。 
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・本県においても、一般市民により心肺蘇生や除細動が実施されています。 

・このようにバイスタンダーが応急手当やＡＥＤ等を使用して行う心肺蘇生が、その人の予後

によい影響を与えることが多くなっています。 

・普通救命講習会は毎年開催されています。令和５年度（２０２３年度）の県政モニターアンケ

ートでは、実際に現場で応急手当が出来そうと答えた県民は 4４.４%となっています。 

 
【図２４】脳卒中の前駆症状を知っているか（Ｎ＝2７５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【表１０】Ｆ．Ａ．Ｓ．Ｔ 

 Ｆ（Ｆace） Ａ（Ａｒｍ） Ｓ（Speech） Ｔ(Ｔｉｍｅ) 

部位 顔 腕 言葉 すぐ受診 

症状 

 

対応 

・片側の顔がゆがむ 

・笑顔がつくれない 

・口から食べ物がこ

ぼれる 

・片側の手や腕に力

が入らない 

・腕を上げたままキ

ープが出来ない 

・言葉が出るまで

に時間がかかる 

・ろれつが回らな

い 

・症状に気づい

たらすぐに受診 

 
【表１１】普通救命講習会の開催回数と参加人数 

 H27 年 H28 年 H29 年 H30 年 R1 年 R２年 R3 年 

回数 1,023 1,034 921 791 736 １９９ ２３９ 

人数 20,338 18,945 16,957 13,151 12,539 2,859 2,489 

 

 
【表１２】一般市民が目撃した心原性心肺機能停止傷病者のうち、一般市民が心肺蘇生を実施した件数 

 H27 年 H28 年 H29 年 H30 年 R1 年 R２年 R３年 

滋賀県 139 131 118 123 145 １４３ １３７ 

全 国 13,672 14,354 14,448 14,965 14,789 14,974 15,225 

 

 

 【表１３】一般市民が目撃した心原性心肺機能停止傷病者のうち、一般市民が心肺蘇生を実施した割合 
 H27 年 H28 年 H29 年 H30 年 R1 年 R２年 R３年 

滋賀県 56％ ５６％ ５４％ ５６％ 66％ 6２％ ５４％ 

 

 

 

 

令和５年度（202３年度）県政モニターアンケート 

消防庁「救急・救助の状況」 

消防庁「救急・救助の状況」 

消防庁「救急・救助の状況」 

よく知っている

37.8%

言葉は聞いたことがないが、

前ぶれがある場合があること

は知っている

32.0%

言葉は聞いた

ことがある

13.1%

知らない

17.1%
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【表１４】心肺機能停止傷病者全搬送人員のうち、一般市民により除細動が実施された件数 

 H27 年 H28 年 H29 年 H30 年 R1 年 R２年 R３年 

滋賀県 19 25 22 18 ２０ ２２ １９ 

全 国 1,815 1,968 － 2,018 2,168 1,792 1,719 

 

 
【図２５】目の前で人が突然倒れた際に心肺蘇生など応急手当ができるか（N＝2７５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取り組むべき施策～中間目標達成のための取組～ 

 

【適切な救急要請と早期受診の推進】 

・脳卒中の「Ｆ．Ａ．Ｓ．Ｔ」（表１０）など救急要請が必要な症状と迅速な救急要請について県民

に啓発します。 

・一過性脳虚血発作について、早期の受診ができるよう県民に啓発します。 

・循環器病の早期受診による悪化予防と後遺症の軽減について県民に啓発して早期の受診

につなげます。 

・新興感染症等の発生や流行下においても、身体の異常を感じる場合は受診するように県

民へ啓発を行います。 

・消防機関と連携して、企業や自治会、学校等の様々な場で、傷病者に対する応急手当や心

肺蘇生法*の啓発・研修を行います。 

・医療機関の適切な選択、救急車の正しい利用方法やかかりつけ医を持つことの重要性の

啓発に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防庁「救急・救助の状況」 

令和５年度（202３年度）県政モニターアンケート 

できると思

う

12.0%

多分できる

と思う

32.4%
多分できな

いと思う

45.4%

できないと

思う

10.2%

コラム ～Ｆ.Ａ.Ｓ.Ｔについて～ 

脳卒中の代表的な３つの症状の有無と症状が出た時間を確認して、すぐに救急

受診をするよう呼びかけるスローガンです。 

 数分から数時間でいのちに関わることも多いため、1 分でも早く治療を受ける

ことが非常に重要です。 

 以下のような症状がみられた場合、一旦症状が治まったとしても、すぐに受診

が必要です。 

①片側の顔がゆがむ ②片腕（手）に力が入らない ③ろれつが回らない ④すぐに受診（119 番）



29 

 

２ 循環器病の医療提供体制の充実 

 

 
  年齢調整死亡率が減少している 

目標 評価指標 出典 現状値 目標 

年齢調整死

亡率が減少

する 

脳血管疾患年齢調整死

亡率（人口１０万人対） 
人口動態統計

特殊報告（５年

に１回）・人口動

態統計（県衛生

科学センター） 

男性 7３.７ 

女性 ４９.６ 
（R３年県） 

男女とも 

減少 

虚血性心疾患年齢調整

死亡率（人口１０万人対） 

男性 ７5.５ 

女性 ３２.４ 
（Ｒ３年県） 

男女とも 

減少 

大動脈瘤および解離年

齢調整死亡率（人口１０万

人対） 

男性 １３．６ 

女性 １１．９ 
(R３年県) 

男女とも 

減少 

一般市民が目撃した心原

性心肺機能停止傷病者

の１か月後生存率 

消防庁「救急

救助の状況」 
１５.９% 

（R３年） 
増加 

   

早期治療と適切な医療により後遺症が抑えられている 

（３（１）リハビリテーションの分野目標でもある） 

 目標 評価指標 出典 現状値 目標 

後遺症が残

らない・後遺

症が改善す

る 

脳卒中初発の退院時 mRS※７

（０～２）の割合 
滋賀県調査 

4８.７％※８ 

（Ｒ４年） 
増加 

脳血管リハビリテーション実績

指数※９ 
滋賀県調査 ４９.３６点 

(R５年８月) 
向上 

在宅等の場に復帰した脳血管

疾患の割合 
患者調査 

5４.1％ 
（Ｈ２９年） 

増加 

一般市民が目撃した心原性心

肺停止傷病者の１か月後社会

復帰率 

消防庁「救急救

助の状況」 
1３.１% 

（Ｒ３年） 
増加 

 
 

※７ ｍＲＳ          
 ｍＲＳ（modified Rankin Scale） 

0 まったく症候がない 

1 症候があっても明らかな障害はない： 

日常の勤めや活動は行える 

2 軽度の障害： 

発症以前の活動がすべて行えるわけではないが、自分の

身の回りのことは介助なしに行える 

3 中等度の障害： 

何らかの介助を必要とするが、歩行は介助なしに行える 

4 中等度から重度の障害： 

歩行や身体的要求には介助が必要である 

5 重度の障害： 

寝たきり、失禁状態、常に介護と見守りを必要とする 

6 死亡 

 

分野目標 （めざす姿）県民のあるべき姿 

 一次脳卒中センター１３施設中１１施
設の割合の平均 

回復期リハ病床で、リハビリテーシ

ョンを提供したことによる改善を示す

数値。ＦＩＭ得点（機能的自立度評価

法）を用いる。 

※９ 実績指数 

※８ 
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２ 循環器病の医療提供体制の充実 分野の現状と課題 

・循環器病は急激に発症し、数分から数時間の単位で生命に関わる重大な事態に陥ることも

多いです。 

・循環器病の治療に関しては、近年技術的な進歩が著しく、発症後に早急に適切な医療を行

うことで、予後の改善につながります。 

・急性期診療においては、疾患に応じて、地域における複数の医療機関が連携して 24 時間

体制で対応することが求められています。 

・医療および介護サービスの需要増大や多様化に対応し続けるためには、患者ぞれぞれの

状態にふさわしい良質かつ適切な医療を効果的かつ効率的に提供する体制を構築する必要

があります。 

 

 

 

 

（１）救急搬送体制の整備 

発症後の速やかな搬送体制が構築されている 

 目標 評価指標 出典 現状値 目標 

搬送先が 明確で

ある 

重症患者における受け入

れ医療機関決定までの紹

介回数が４回以上の割合 

救急搬送実

態調査 
０.２% 

（R３年） 
0.1%未満 

現状維持 

救急要請から医療

機関への搬送に時

間を要しない 

救急要請（覚知）から医療

機関への収容までに要し

た平均時間 

消防庁「救

急救助の状

況」 

3４．８分 
（Ｒ３年） 

短縮 

救急要請から専門

医療機関 への搬

送ができる 

一次脳卒中センターに一

次搬送できた割合 

救急年報報

告 
８９．１% 

（Ｒ３年） 
現状維持 

特定行為が可能

な救急救 命士が

増える 

気管挿管認定者数 

薬剤投与認定者数 

県医療政策

課 

２３０人 

４７２人 
（R４年度） 

 

増加 

  

【現状と課題】 

・救急患者の症状等に応じた搬送および医療機関による受入れをより円滑に行うため、消防

法の規定に基づく「傷病者の搬送および受入れの実施に関する基準」（以下「実施基準」とい

う。）を策定しています。 

・実施基準に基づく搬送、受入れ状況調査、内容の検討、実施基準の見直し等の協議をメデ

ィカルコントロール協議会*で行っています。 

・急病により搬送された人のうち、脳疾患や心疾患の患者は、その他の患者に比べ、死亡を

含む重症割合が高くなっています。 

・そのため、救命救急センターの他、脳疾患については日本脳卒中学会認定の一次脳卒中セ

ンターなど高度な医療を提供できる医療機関への搬送が必要です。 

・脳卒中の可能性を早期に予測し、一次脳卒中センターへ搬送するため、実施基準ではシン

シナティ病院前脳卒中スケール（CPSS）等の活用を推奨しています。 

・本県の救急要請から医療機関への収容までに要した平均時間は３４．８分（令和３年）で全

国平均と比べて良好です。 

・救急救命士は、救急現場から医療機関への搬送までの間、緊急の必要がある場合に、医師

＜中間目標＞ 取組の方向性 分野目標を達成するために必要なこと 

発症後の搬送体制や早期の専門的な医療体制が構築されている 
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による指示・指導・助言（無線を使用）のもとで、気管挿管や薬剤投与（以下「特定行為」とい

う。）をメディカルコントロール協議会の認定を受けることにより実施できます。 

・救急隊員が現場で行う循環器病の鑑別、緊急度判断を訓練や各種研修会により適切にで

きるように努めています。 

・本県の一般市民が目撃した心原性心肺機能停止傷病者の１か月後生存率、１か月後社会復

帰率は全国と比べて良好です。 

・救急搬送体制の整備については、「滋賀県保健医療計画」の「救急医療」との整合を図り推

進する必要があります。 

・今後、新興感染症の発生やまん延、災害時等の有事を見据えて、感染症患者や被災者等に

対する医療を確保することを中心としつつ、それ以外の疾患の患者に対する医療の確保も

適切に図ることができるような医療提供体制の構築が必要です。 

 
【表１５】救急要請（覚知）から医療機関への収容までに要した平均時間（分） 

  H30 年 令和元年 令和２年 令和３年 

滋賀県 33.3 32.6 3３.6 3４.８ 

全  国 39.5 39.5 ４０.６ 42.8 

 
        

【表１６】 急病にかかる疾病分類別搬送人員（消防本部ごと）令和３年中 
 滋賀県 大津 湖南 甲賀 東近江 彦根 湖北 高島 

脳

疾

患 

搬送

人数 
2,５８３ 75８ 3９６ 1９３ 3２７ 2８４ ４８８ 1３７ 

割合 6.８% 7.６% 4.７% 5.7% 5.1% ８.１% 11.0% ８.３% 

心

疾

患 

搬送

人数 
2,９２８ 6２５ ６０６ ２０６ 4３４ 38４ 49０ 1８３ 

割合 7.７% 6.２% ７.１% ６.０% ６.８% 1１.０% １１.１% 11.１% 

                     

 
【表１７】県内一次脳卒中センター（PSC）に一次搬送（令和３年中） 

脳疾患搬送人員 うち PSC 搬送人員 PSC 搬送割合 

2,583 2,３０２ ８９．１% 

 
 

【表１８】令和３年（２０２１年）中 急病に係る疾病分類別傷病程度別搬送人員 
 疾病程度   

疾病分類 死亡 重症 中等症 軽症 合計 
重症（死亡を

含む割合） 

脳疾患 1６ 4０４ 1,６６２ ５0１ 2,５８３ 1６.３％ 

心疾患 1８３ ５２０ 1,４５２ ７７３ 2,９２８ ２４.0％ 

総  計 ５０１ 1,７４０ 1４,５５９ 2１,0５８ 3７,８５８ ５.９％ 

 

 
【表１９】一般市民が目撃した心原性心肺機能停止傷病者の１か月後生存率（％） 

 H27 年 H28 年 H29 年 H30 年 R1 年 R２年 R３年 

滋賀県 16.8 16.4 17.4 16.4 19.０ 1９.７ 1５.９ 

全  国 13.0 8.6 13.5 13.9 13.9 1２.２ １１．１ 

消防庁「救急・救助の状況」 

消防庁「救急・救助の状況」 

消防庁「救急・救助の状況」 

消防庁「救急・救助の状況」 

「救急年報報告」集計 
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【表２０】一般市民が目撃した心原性心肺停止傷病者の１か月後社会復帰率（％） 

    H27 年 H28 年 H29 年 H30 年 R1 年 R２年 R３年 

滋賀県 10.8 11.2 12.8 11.9 13.1 1４.８ 1３.１ 

全  国 8.6 8.7 8.7 9.1 9.0 ７.５ ６．９ 

 

 

取り組むべき施策～中間目標達成のための取組～ 

 

・地域メディカルコントロール協議会や病院等との連携により救急救命士の確保および特定

行為にかかる技術水準の向上を図り、救命率の向上や予後の改善を推進します。 

・県メディカルコントロール協議会において実施基準の検討・見直しを適宜行います。 

・平時のみならず感染症発生・まん延時や災害時等の有事においても、循環器病患者を迅速

かつ適切に急性期医療を提供できる医療機関へ搬送できる体制の推進を図るため、地域の

実情に応じて検討していきます。 

 

 

（２）脳卒中医療提供体制の整備 

早期に専門的な治療が可能な連携体制が構築され、質の高い医療が提供されている 

 目標 評価指標 出典 現状値 目標 

適応者に速やか

に rt-PA 静脈療

法*が開始できる 

来院後 1 時間以内（発症

4.5 時間以内）rｔ－PA 静脈

療法実施件数 

滋賀県独

自調査 
（一次脳卒

中センター

認 定 医 療

機関対象） 

1３６件 
（R４年） 

血栓回収療

法と合わせ

て増加 

来院からrt-PA静脈療法開

始までの時間の中央値 

７７.０分 
（R４年） 

短縮 

適応者に速やか

に血栓回収療法*

が実施できる 

脳血栓回収療法実施件数 
1８４件 

   （R４年） 

ｒｔ-ＰＡ実施

件数と合わ

せて増加 

来院から動脈穿刺までの時

間の中央値 

９８.５分 
（Ｒ４年） 

短縮 

くも膜下出血の

手術ができる 

脳動脈瘤によるくも膜下出

血に対するクリッピング術*

実施件数 

４６件 
（R４年） 

モニタリン

グ 

脳動脈瘤によるくも膜下出

血に対するコイル塞栓術* 

実施件数 

９０件 
（R４年） 

モニタリン

グ 

深部静脈血栓症

の合併症の予防

ができる 

深部静脈血栓症予防の施行

率 
７６.４％ 

(R４年) 
１００％ 

急性期脳卒中患

者に対する嚥下

訓練ができる 

摂食機能療法*（1 日につき

30 分以上）の割合 

厚生労働省

NDB-SCR* 
1２４.３ 

（R２年） 
維持～増加 

早期にリハビリ

テーションが開

始できる 

早期リハビリテーションの

実施件数 

厚生労働省 

ＮＤＢ-ＳＣＲ 
9４.３ 

（Ｒ２年） 
増加 

 

消防庁「救急・救助の状況」 
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【現状と課題】 

・本県の脳血管疾患の死亡は令和３年（20２１年）中 9０5 人で、全死亡者 13,６７４人中  

６.６%を占めています。内訳は、脳梗塞 51４人（5６.８%）、脳出血２７７人（3０.６%）、くも

膜下出血 1０３人（1１.4%）、その他の脳血管疾患 1１人（1.２%）となっています。 

・令和３年（20２１年）の脳血管疾患年齢調整死亡率（人口 10 万対）は、男性７３．７（全国９

3.７）、女性４９.６（全国５５.１）となっており、全国と比べると低くなっています。（人口動態

統計から滋賀県衛生科学センター算出） 

・脳神経外科医数について、全国、滋賀県ともに平成２６年（２０１４年）以降は増加傾向にあ

りましたが、令和２年（２０２０年）は減少しています。滋賀県は脳神経外科医数について、全

国平均よりも少ない状況です。脳神経内科医数は全国平均よりも高く、増加傾向にあります。 

・脳卒中の医療体制については、令和元年（2019 年）から日本脳卒中学会では、「地域医療

機関や救急隊からの要請に対して、24 時間 365 日脳卒中患者を受け入れ、急性期脳卒中

診療担当医師が、患者搬入後可及的速やかに診療（rt-PA 静注療法を含む）を開始できる」

等の要件を満たす医療機関を「一次脳卒中センター」として認定しています。 

・また、一次脳卒中センター（PSC）のうち、「血栓回収治療実績が年間１２例以上」「脳卒中相

談窓口の設置」等の要件を満たす医療機関を「一次脳卒中センター（PSC）コア」として認定

しています。 

・本県では、二次保健医療圏域に１か所以上一次脳卒中センター（ＰＳＣ）が認定されています。 

・一次脳卒中センター（PSC）コアとしては、滋賀医科大学医学部附属病院、大津赤十字病院、

彦根市立病院、市立長浜病院で認定されています。 

・脳血栓回収療法についてはすべての一次脳卒中センターで実施することができないため、

実施可能な一次脳卒中センターと連携して搬送する体制が取られています。 

・rt-PA 静脈療法や脳血栓回収療法の実施症例は年々増加してきています。適応症例に対

する治療は、発症から時間を経過すればするほど予後が悪くなるため、発症後速やかに救

急要請し、治療を開始することが重要です。 

・本県の一次脳卒中センターに対する調査では、来院から rt-PA 静注療法までの時間の中

央値の平均は７７.０分で、来院から血栓回収療法の開始までの時間の中央値は９8.5 分と

なっています。 

・本県で脳卒中専用病室（ＳＣＵ）*の施設基準に係る届出をしている医療機関は滋賀医科大

学医学部附属病院・済生会滋賀県病院・市立長浜病院の３か所となっています。 

・合併症の予防や後遺症を残さないために深部血栓症の予防や、嚥下訓練、早期のリハビリ

テーションの開始が必要です。 

・脳卒中の急性期医療は、検査や点滴、手術といった一連の治療が 24 時間 365 日可能な

医療機関は限られていますが、高度な医療が休日や夜間等にも対応できる診療提供体制の

構築が必要です。 

・有事では急性期医療機関の診療負担が増えることから、急性期病院と回復期・慢性期病院

との連携を円滑するため、効率的な役割分担の在り方等を検討することが重要です。 

・本県の在宅等の場に復帰した患者の割合は、54.1%で（全国 57.4%）となっており、約 5 

割近くの患者が在宅生活に復帰できていない状況です。 
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【図２６】滋賀県と全国の脳血管疾患年齢調整死亡率の推移（人口 10 万対） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（全国との比較は、５年に１度の人口動態統計特殊報告により行います。R2 年報告が直近です） 

 

 

 
【図２７】本県の日本脳卒中学会認定一次脳卒中センター（ＰＳＣ）一覧（令和５年１０月現在） 
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【図２８】脳神経外科医・脳神経内科医（主たる診療科）の医師数（人口 10 万対） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表２１】rt-ＰＡによる脳血栓溶解療法と脳血栓回収療法実施件数 

  Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ１年度 Ｒ２年※１０ R3 年 R4 年 

ｒt-PA 療法 １４６ ― １５０ 1９８ １７０ １７６ １３６ 

血栓回収 ８１ ― １０９ １０９ １６９ １８９ １８４ 

計 227 ― 259 3６８ ３３９ ３６５ ３２０ 

 

 

取り組むべき施策～中間目標達成のための取組～ 

 

【脳卒中医療提供体制の整備】 

・医療機関の連携による 24 時間 365 日専門医療の提供が可能な体制の確保を行います。 

・脳卒中医療に従事する人材の確保に努めます。 

・誤嚥性肺炎や深部静脈血栓症等の急性期の合併症予防および治療が行えるよう努めます。 

 

・一次脳卒中センターをはじめとした急性期治療を行う医療機関は、来院後速やかに専門的

治療が開始できる院内体制の構築を図るとともに、rt-PA 静注療法による脳血栓溶解療法、

脳血管内治療による脳血栓回収療法に対応できるよう努めます。 

・県は、rt-PA 静注療法による脳血栓溶解療法、脳血管内治療による脳血栓回収療法の治

療実績状況の把握に努めます。 

 

・急性期治療において医療需要や 24 時間 365 日急性期の専門的治療が必要な症例に対

応できる病院が限られていることから、二次保健医療圏の枠組みにとらわれないネットワー

クの構築を検討します。 

・急性期医療機関において、身体機能の早期改善のために早期にリハビリテーションが開始

できる体制整備に努めます。 

・県は、急性期医療機関における退院時の重症度評価の把握に努めます。 

・各圏域における脳卒中地域連携クリティカルパスの活用状況に応じ、急性期から回復期、

維持期、在宅に至るまでの切れ目のない連携を図ります。 

・感染症発生・まん延時や災害等の有事においても、地域の医療資源を有効に活用できる仕

組みづくりに向けて検討していきます。 

厚生労働省 医師・歯科医師・薬剤師調査 

滋賀県独自調査 ※１０ R2 年以降は日本脳卒中学会報告に合わせて年度から年へ照会変更 
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脳神経内科（滋賀県） 脳神経内科（全国）
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（３）心疾患医療提供体制の整備 

 早期に専門的な治療が可能な連携体制が構築され、質の高い医療が提供されている 

 目標 評価指標 出典 現状値 目標 

適応者に速やか

に経皮的冠動脈

インターベンショ

ン（PCI）*治療が

開始できる 

急性心筋梗塞患者の来院時

からＰＣＩ施行までの所要時

間が 90 分以内の患者の割

合（中央値） 

滋賀県独自

調査（心外

標榜病院） 

６８.２％ 
   （Ｒ４年） 

増加 

来院からＰＣＩ施行までの時

間の中央値 

７７.０分 
（Ｒ４年） 

短縮 

急性心筋梗塞に対する PCI

の実施 

厚生労働省
NDB-SCR 

１８８.７ 
（R２年） 

モニタリ

ング 

適応者に冠動脈

バイパス術*が実

施できる 

冠動脈バイパス術実施件数 

滋賀県独自

調査（心外

標榜病院） 

１４９件 
（Ｒ４年） 

モニタリ

ング 

冠動脈、大動脈バイパス移

植術（人工心肺不使用） 

厚生労働省 
NＤB(人口

10 万人対) 

７．３ 
（R２年） 

モニタリ

ング 

大動脈瘤手術が

実施できる 

胸部大動脈手術件数 
滋賀県独自

調査 

（心外標榜

病院） 

２７３件 
（Ｒ４年） 

モニタリ

ング 

腹部大動脈手術件数 
２４４件 

（Ｒ４年） 
モニタリ

ング 

早期に退院がで

きる 

虚血性心疾患の退院患者平

均在院日数 
患者調査 

６.８日 
（R2 年） 

短縮 

不整脈の治療が

受けられている 

カテーテルアブレーション*

（カテーテル心筋焼灼術）が

可能な二次保健医療圏域 

滋賀県独自

調査 

 

６圏域 全圏域 

 

【現状と課題】 

・本県の心疾患の死亡は令和３年（20２１年）中 2,0９９人で、全死亡者 13,６７４人中   

15.４%を占めています。内訳は、心不全 85９人（4０.９%）、急性心筋梗塞５４２人     

（2５.８%）、不整脈伝導障害２５２人（12.0%）、その他の虚血性心疾患２１０人（10.０%）、

慢性非リウマチ性心内膜 1３７人（6.５％）、その他９9 人（４.７％）となっています。 

・令和３年（20２１年）の虚血性心疾患年齢調整死亡率（人口 10 万対）は、男性７5.５（全国

7２.8）、女性３２.４（全国２9.６）となっており、女性は全国と比べると高くなっています。

（人口動態統計から滋賀県衛生科学センター算出） 

・本県の循環器内科医数は増加傾向にあり、全国平均よりも多い状況です。心臓血管外科医

数は横ばい傾向にあり、全国平均よりも少ない状況です。 

・本県の虚血性心疾患の退院患者平均在院日数は６．８日（全国１２．７日）となっています。 

・心血管疾患は、自覚症状が出現してから治療が開始されるまでの時間や疾患によって治療

法や予後が大きく変わります。 

 

・救急医療は、来院後 30 分以内に専門的治療が開始することが目標となっています。 

・急性心筋梗塞の救命改善のためには、発症直後の救急要請、発症現場での心肺蘇生や自

動体外式除細動器（ＡＥＤ）等の実施、その後の救命処置が実施されることが重要です。 

・急性心筋梗塞の急性期には、循環管理、呼吸管理等の全身管理とともに、ＳＴ上昇*型心筋
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梗塞、非ＳＴ上昇型心筋梗塞等の個々の病態に応じた治療が行われています。 

・ＳＴ上昇型の心筋梗塞の場合、冠動脈造影検査を行い適応があれば冠動脈インターベンシ

ョン（ＰＣＩ）を行い、来院後 90 分以内の冠動脈再開通が求められています。 

・発症から血行再建までの時間が短いほど有効性が高いです。 

・本県の心臓血管外科を標ぼうしている病院に対する調査では、来院から経皮的冠動脈イン

ターベンション（PCI）治療までの中央値の平均は、７７．０分で、90 分以内に実施した患者

は 6８.２％となっています。 

・虚血性心疾患だけでなく、不整脈や心筋症なども、心原性ショックの原因となるため迅速

な対応が必要です。 

・不整脈の治療として行われるカテーテルアブレーションは、６圏域で実施が可能となってい

ます。 

・本県では、心筋梗塞等の心血管疾患の治療に関する体制について２４時間３６５日体制（オ

ンコールを含む）で検査・治療ができる医療機関は、市立大津市民病院、大津赤十字病院、滋

賀医科大学医学部附属病院、JCHO 滋賀病院、琵琶湖大橋病院、淡海医療センター、済生会

滋賀県病院、県立総合病院、公立甲賀病院、近江八幡市立総合医療センター、湖東記念病院、

彦根市立病院、市立長浜病院、高島市民病院の１４所です。 

 

・心筋梗塞患者に対する心臓リハビリテーションは、合併症の再発の予防、早期の在宅復帰

および社会復帰を目的に、発症した日から患者の状態に応じ、運動療法、食事療法、患者教

育等を実施します。 

・心臓リハビリテーションは、トレッドミル*や自転車エルゴメーター*を用いて運動耐容能を評

価した上で、運動処方を作成し、身体的、精神・心理的、社会的に最も適切な状態に改善する

ことを目的とする多面的・包括的なリハビリテーションを多職種のチームにより実施してい

ます。 

・本県の大動脈瘤および解離での死亡は令和３年（20２１年）中で１８３人となっています。 

・令和３年（20２１年）の大動脈瘤および解離の年齢調整死亡率（人口１０万対）は、男性１３．

６（全国１７.３）、女性１１．９（全国１０．８）で、男性は全国値より低く、女性はやや高値となっ

ています。 

・急性大動脈解離や大動脈瘤破裂は、死亡率が高く予後不良な疾患ですが、緊急手術が可能

な医療機関は限られています。 

・本県では、大動脈解離に対する緊急手術の対応は、市立大津市民病院、大津赤十字病院、

滋賀医科大学医学部附属病院、淡海医療センター、済生会滋賀県病院、県立総合病院、湖東

記念病院、近江八幡市立総合医療センター、市立長浜病院の９病院で可能ですが、滋賀医科

大学医学部附属病院が、全圏域をカバーしています。 

・有事では急性期医療機関の診療負担が増えることから、急性期病院と回復期・慢性期病院

との連携を円滑するため、効率的な役割分担の在り方等を検討することが重要です。 
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【図２９】全国と滋賀県の虚血性心疾患の年齢調整死亡率の推移（人口 10 万対） 

 

 

       

 

 

 

 

 

 
 

 

 

【図３０】心疾患（高血圧症を除く）年齢調整死亡率（人口 10 万対） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【図３１】大動脈瘤および解離年齢調整死亡率（人口 10 万対） 
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【図３２】心臓血管外科医・循環器内科医（主たる診療科）の医師数（人口 10 万対） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
取り組むべき施策～中間目標達成のための取組～ 

 

【心疾患医療提供体制の整備】 

・医療機関の連携による 24 時間 365 日専門医療の提供が可能な体制の確保を行います。 

・心疾患医療に従事する人材の確保に努めます。 

・急性期医療を提供する病院において、来院後速やかに初期治療を開始するとともに、でき

る限り来院後 30 分以内に専門的な治療が開始できる体制づくりを進めます。 

・不整脈に対して二次保健医療圏域で適切な治療が行えるよう努めます。 

・再発予防や基礎疾患・危険因子の管理、心臓リハビリテーション等のために、定期的な専門

的検査のほか、地域の診療所や訪問看護ステーション、薬局、介護支援専門員、介護保険事

業所等が連携し、安心して在宅療養が送れる体制づくりを推進します。 

・急性期だけでなく、回復期、維持期において継続した心臓リハビリテーションが行える体制

づくりを推進します。 

・感染症発生・まん延時や災害等の有事においても、地域の医療資源を有効に活用できる仕

組みづくりに向けて検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省 医師・歯科医師・薬剤師調査 
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３ 暮らしを支える共生社会の推進 

 

 

 
再発・重症化予防ができる 

目標 評価指標 出典 現状値 目標 

再発予防ができる 
脳卒中の再発率 
（発症登録者のうち、

再発者が占める割合） 

滋賀医科大学

（脳卒中デー

タセンター） 

２４.４% 
(2011～２０１６年) 

減少 

重症化予防ができる 

心不全の再入院率 

平均値 

（半年後・1 年後） 

滋賀県独自調

査 

１４.９％ 
（Ｒ４年） 

減少 
１７.０％ 

（Ｒ４年） 

  

 

３ 暮らしを支える共生社会の推進 分野の現状と課題 

 循環器病のうち、脳卒中や急性心筋梗塞等の虚血性心疾患については、保健医療計画に

よりこれまで医療体制を中心に整備が行われてきました。 

 医療の進歩による治療の高度化・平均寿命の延伸に伴い、循環器病患者の増加が見込ま

れており、また、脳卒中は様々な後遺症を残すことが多いものの、可能な限り住み慣れた地

域で自分らしい暮らしを続けることが出来るよう、さらに地域包括ケアシステムの構築を進

めていく必要があります。 

 また、病気と共生するための幅広い社会連携に基づく取組もあわせて進めることが望まれ

ています。 

 

 

 

 

 

 

（１）リハビリテーションの充実 

  必要なリハビリテーションが切れ目なく受けられる体制が構築されている 

  脳卒中 

 目標 評価指標 出典 現状値 目標 

早期にリハビリ

テーションが開

始できる 

早期リハビリテーションの

実施件数 
厚生労働省 
ＮＤＢ－ＳＣＲ 

9４.３ 
（Ｒ２年） 

増加 

回復期リハビリ

テーション病院

（病棟）*で十分な

リハビリテーショ

ンが受けられる 

病院の退院患者平均在院

日数（脳血管疾患） 
患者調査 

１３２.３日 
（R2 年） 

短縮 

回復期リハビリテーション

病棟 
滋賀県調べ 

全圏域7/7 

14 病院 
維持 

 

 

分野目標 （めざす姿）県民のあるべき姿 

＜中間目標＞ 取組の方向性 分野目標を達成するために必要なこと 

地域、暮らし、生きがいを共に創り高め合う地域共生社会*の実現に向けた取組を進める 
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心疾患 

目標 評価指標 出典 現状値 目標 

全保健医療圏域で心臓リ

ハビリテーションが医療

機関で提供されている 

心血管疾患リハビリテ

ーションが実施可能な

二次保健医療圏域 

近畿厚生局

HP 
６圏域 

全圏

域 

心臓リハビリテーション

に携わる多職種の人的

資源が確保されている 

施設基準を満たして

いる施設数 

近畿厚生局 

   HP 
Ⅰ・Ⅱ１９か所 増加 

心臓リハビリテーション

が実施できる場所が充

実している 

心臓リハビリテーショ

ンが提供できる医療

機関数、場所数 

近畿厚生局

HP 

滋賀県調査 

Ⅰ・Ⅱ１９か所 

運動施設：

今後把握 

増加 

心血管疾患リハビリテー

ションが十分に実施でき

ている 

心血管疾患リハビリテ

ーションの実施件数 

（入院・外来） 

厚生労働省 
ＮＤＢ－ＳＣＲ 

 

入院１２８．９ 

外来１７９．４ 

（R２年） 
増加 

 

【現状と課題】 

［脳卒中］ 

・脳卒中の発症後、生活復帰と社会参加に向け、地域の状況に応じて脳卒中地域連携クリテ

ィカルパスも活用しつつ急性期から生活期まで円滑にリハビリテーションが提供されること

が重要です。 

・急性期では廃用性症候群*を予防することが重要で、脳卒中専用病室（ＳＣＵ）*などで多職

種と連携したチーム医療ができるリハビリテーション専門職を確保、育成し、早期から集中

的なリハビリテーションが提供できる体制の構築が必要です。 

・急性期病棟、回復期リハビリテーション病棟入院中から、社会参加という視点を見据えつ

つ生活動作の獲得に向けたリハビリテーションの提供が必要です。 

・生活動作の維持向上、社会参加に向けては、医療機関や介護サービスを提供する事業所の

他、関係する支援機関が連携、協働しながら多職種によるチームアプローチで取り組むこと

が重要です。 

・脳卒中患者では、特に急性期に口腔、嚥下機能が低下するため、高齢期の誤嚥性肺炎の予

防に向け言語聴覚士をはじめとするリハビリテーション専門職や看護師、歯科医師、歯科衛

生士など多職種による摂食嚥下機能と口腔ケアへの関わりが重要です。 

・運動機能障害ばかりでなく高次脳機能障害を伴うことがあり、診断できる医師（医療機関）

の確保の他、障害自体が地域生活を送る中で顕在化することがあることから、地域で支援

にあたる関係者を中心に障害理解に向けた取組が必要です。 

・高齢期の患者は、維持期（生活期）において生活機能の低下が生じるため、医療機関や介護

サービスを提供する事業所などからリハビリテーションが提供されることが必要です。 

・本県では、言語聴覚士が少数であることから、特に介護サービス事業所などの維持期（生

活期）で従事する言語聴覚士の人材確保・育成が必要です。 

・リハビリテーション医療や介護の現場では、ロボットなど先進技術の導入が進められており

さらに新たな技術の導入など情報の収集や活用を図ることが必要です。 

 
【表２２】脳血管疾患の退院患者平均在院日数（施設所在地）（日） 

全国 滋賀県 大津 湖南 甲賀 東近江 湖東 湖北 湖西 

７６.８ １３２.３ ２５１.６ ８４.５ 1６０.９ ９６.０ ７４.７ 3０.５ 4７.０ 

        厚生労働省 R2 年患者調査 
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【表２３】県内回復期リハビリテーション病棟を有する医療機関 

 滋賀県 大津 湖南 甲賀 東近江 湖東 湖北 湖西 

病院数 １４ １ ４ ２ ３ ２ １ １ 

病床数 ９１２ １８０ ２７６ １４６ １４８ ７０ ５２ ４０ 

 

 

【表２４】脳卒中地域連携クリティカルパスの運用件数 

  Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 

医療機関数 ３４ ３５ ３１ ― ―     ３１ 

運用件数 1,679 件 1,693 件 1,613 件 ― ― 1,6３3 件 

 

 

［心疾患］ 

・心血管疾患患者は、心不全等の再発などで医療機関への入退院を繰り返すことが多いこ

とから、心臓リハビリテーションは、疾患管理プログラムとして、急性期の入院中から開始し、

回復期から維持期・生活期にかけても継続することが重要です。 

・本県で心大血管疾患リハビリテーション施設基準の届出を行っている施設は1９か所（令和

５年 9 月）で６圏域となりますが、すべての二次保健医療圏域での実施に向けて整備が進ん

でいるところです。 

・急性期における心臓リハビリテーションは、徐々に環境が整備され施設基準を取得した医

療機関が増加していますが、医療保険における標準日数は１５０日間とされ、長期の継続は

難しい状況です。 

・今後、高齢期の患者が増加することが見込まれている中、状態が安定した回復期以降の患

者には、リハビリテーションを外来や在宅で実施することも見据えつつ、地域の医療資源を

含めた社会資源を効率的に用いて、医学的管理の中でリハビリテーションが実施できる体

制や実施状況の把握について検討する必要があります。 

・心不全患者は高齢者が多く、在宅においても、本人・家族、地域の関係者が、心臓リハビリ

テーションの有効性と必要性を理解して継続できるような取組が必要です。 

・本県では、令和２年度（2020 年度）から維持期（生活期）の心臓リハビリテーションを担う

施設として、民間スポーツクラブで心臓リハビリテーションを担う医療職が研修を行い、身

近な場所で継続した運動ができる体制づくりをはじめています。 

・滋賀医科大学附属病院および JCHO 滋賀病院において、令和４年度（202２年）に「心不

全患者の生活行為パンフレット」が作成され、身体機能が低下傾向にある生活期の心不全患

者が、心臓に負担をかけずに日常生活を送るための具体的な動作指導が示されました。 

・心臓リハビリテーションに精通する医師、リハビリテーション専門職等のスタッフが、急性期

病院においても十分とは言えない状況です。 

 
【表２５】心大血管リハビリテーション料施設基準届出施設（令和５年６月現在）  

大津 湖南 甲賀 東近江 湖東 湖北 湖西 

心大血管疾患リハビリ

テーション料（Ⅰ） 
5 ４ 2 2 ２ 2 ０ 

心大血管疾患リハビリ

テーション料（Ⅱ） 
０ 2 ０ ０ ０ ０ ０ 

 

 

県医療福祉推進課調査 

近畿厚生局 HP 

滋賀県調査 
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取り組むべき施策～中間目標達成のための取組～ 

・個々の障害に応じた急性期から回復期および維持期(生活期)までの総合的なリハビリテ

ーションの提供体制を推進します。 

・本県のリハビリテーションを推進するために「滋賀県リハビリテーション協議会」を開催し、

リハビリテーション提供体制の整備・推進に向けた検討、および評価などを行います。 

・二次保健医療圏域において、訪問リハビリテーション事業所・通所リハビリテーション事業

所を確保します。 

・多職種連携による心臓リハビリテーション推進のために、関係機関・団体等が、循環器病に

関する知識や技術の習得、提供する医療の質の向上に努めます。 

・県立リハビリテーションセンター・関係機関、団体において、関わる支援者に対する知識や

技術習得に向けた研修の開催や、先進技術のリハビリテーションへの導入に関する情報収

集および発信を行います。 

・患者自ら、支援を受けながら、主体的に継続してリハビリテーションに取り組む意識の醸成

を図ります。 

 

【脳卒中】 

・県は、リハビリテーションに係る人材の確保・育成に努めます。 

・リハビリテーションに係る人材に向けた研修を通じて、脳血管障害に係るリハビリテーショ

ンや摂食嚥下障害、高次脳機能障害（神経心理学的評価を含む）、地域支援・両立支援に係

る知識や技術の習得を図ります。 

・各圏域における脳卒中地域連携クリティカルパスの活用状況に応じ、急性期から回復期お

よび維持期の在宅での取組につながるよう、効果的な運用の推進を図ります。 

・本県の脳卒中地域連携クリティカルパスについて、圏域ごとに、現状把握と課題整理を行

い、効果的な運用が図られているかを検証します。 

 

・脳卒中地域連携クリティカルパスの活用を促進し、急性期から回復期および維持期の在宅

での取組につながるよう、効果的な運用の推進を図ります。 

・本県の脳卒中地域連携クリティカルパスについて、現状を把握し、課題を整理し、目的達成

がされ、効果的な運用が図られているか検証します。 

・関係機関・団体が連携し、QOL の向上に向けた切れ目のないリハビリテーションの提供体

制の整備を図ります。 

 

【心疾患】 

・心臓リハビリテーションは、疾病管理プログラムとして、急性期の入院中から開始し、回復

期から維持期（生活期）にかけても継続することが重要であるため、回復期以降にも継続し

たリハビリテーションが切れ目なく提供され、自ら継続して実施できる体制の推進を図りま

す。 

・すべての二次保健医療圏域で、心臓リハビリテーションが実施できる体制を推進します。 

・県は、心臓リハビリテーションの体制を構築するために、本県の心臓リハビリテーションの

状況を把握し体制を検討します。 

・急性期から維持期（生活期）の関係者が、身体機能の低下傾向にある心不全患者に対し、心

臓に負担をかけない日常生活を送るための動作指導が実践できるよう、「心不全患者の生

活行為パンフレット」の普及を図ります。 

・どの病期、どのライフステージにおいても切れ目なく心臓リハビリテーションが実施できる

よう、多職種人材の育成と確保に努めます。 
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・生活期に携わる医療福祉介護スタッフが、心臓リハビリテーションに関する知識が得られ

るように研修等の実施に努めます。 

・また、生活期を担う地域の支援者が、心臓病手帳の活用を通してモニタリングできる体制

を推進します。 

・心不全患者が、心臓病手帳を活用して、生活の中で心臓リハビリテーションを実践でき、

QOL の維持・向上が図れるよう多職種による支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）医療と生活管理の体制の整備（重症化・再発・再入院予防） 

  重症化・再入院予防のための医療の実践と生活管理ができている 

目標 評価指標 出典 現状値 目標 

循環器病の重症化予防

ができる 
連携歯科医療機

関数 

県歯科医師

会調べ 
今後把握 増加 

脳卒中の再発予防がで

きる 

脳卒中リハビリ

テーション看護

認定看護師、脳

卒中認定看護師

の実数 

日本看護協

会調べ 

６人 

 （R4 年） 
増加 

心不全の在宅療養体制

が整っている 

病院連携でシー

ト等を活用して

いる診療所数／

病院と連携して

いる診療所数 

滋賀県医療

機能調査 

１８か所／

３０１か所 
（R５年） 

増加 

多職種チーム（心

不全チーム）があ

る病院数 

滋賀県独自

調査 
1６病院 

（Ｒ５年） 
増加 

心臓病手帳の活

用数（配布数） 

滋賀県独自

調査 
今後把握 増加 

コラム ～心不全患者の生活行為パンフレットについて～ 

身体機能が低下傾向にある生活期の心不全患者が、心臓に負担をかけずに日常生活

を送るための具体的な動作指導が示されています。滋賀医科大学医学部附属病院およ

び JCHO 滋賀病院のホームページよりダウンロードすることができます。 

〔抜粋〕 
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【現状と課題】 

・脳梗塞を一度起こすと再発しやすく、発症後 1 年で 10%、５年で 35%、10 年で５0%の

人が再発するといわれています。 

・滋賀医科大学の脳卒中登録では、再発者が発症者のうちおよそ４分の１を占めています。 

・脳卒中を発症した人は、原因となった危険因子（高血圧、脂質異常症、糖尿病、高尿酸血症、

慢性腎臓病（CKD）など）を放置していると再発しやすくなります。 

・脳卒中の再発予防のためには、医療における適切な管理や、患者本人による生活管理が適

切に行えるための支援が必要です。 

・原因となった危険因子の治療や生活習慣の改善、服薬管理や定期的な検査などが重要で

す。 

・循環器病と歯周病は密接に関連していることから、医科歯科連携が重要です。 

・日本心臓財団によると、新規発症心不全患者は令和２年（２０２０年）で約３５万人とされ、

平成１２年（２０００年）より１０万人以上も増加しています。高齢化は更に進むため、「心不全

パンデミック*」を迎えるとされています。 

・心不全は、心臓の働きが低下し、心臓に負担がかかった状態で、さまざまな心臓病によっ

て起こる最終的な状態で、慢性の経過をたどって徐々に悪くなっていきます。 

・心不全の心筋障害の原因疾患としては、高血圧、虚血性心疾患、心臓弁膜症、心筋症など

があります。 

・心不全患者は、心不全増悪による再入院を繰り返しながら、身体機能が悪化することが特

徴であり、再入院率の改善のためには、薬物療法、運動療法、患者教育等の多面的な介入を、

入院中から退院後まで継続して行うことが重要です。 

・そのため、専門医と連携しながら地域でも心不全患者に対応する地域包括ケアシステム*の

構築が求められています。 

・日本循環器学会／日本心不全学会合同ガイドラインの「急性・慢性心不全診療ガイドライン」

では、多職種チームによる疾病管理プログラム（患者教育、患者あるいは医療者による病状

モニタリング、治療薬の調整、看護師による継続的なフォローアップなど）は、生命予後や

QOL の改善に有効とされています。 

・特に、多職種によるチームアプローチを用いた患者および家族、介護者に対するアドヒアラ

ンス*およびセルフケア*を向上させる教育支援や、退院支援と継続的フォローアップ、心不全

増悪のリスクが高い独居高齢者、認知症合併者などに対する教育支援と社会資源の活用は、

心不全に対する疾病管理に関しての科学的根拠が明確です。 

・令和５年度の滋賀県医療機能調査では、心不全に関する治療に対応している診療所は、回

答した７９０診療所中３６５か所で、そのうち病院と連携している診療所は３０１か所です。 

・本県では、令和元年（２０１９年）から、大津市南部の４病院が中心になり、かかりつけ医や

訪問看護ステーション等のスタッフが患者の自己管理（セルフマネジメント）のサポートを行

うことを目的に、心不全患者の情報を専門医療機関とかかりつけ医等とで共有できる「心不

全情報シート」を作成して地域連携をスタートさせました。 

・また、令和元年度（2019 年度）から、滋賀医科大学を中心に、県内多職種で心不全に関す

る統一した教材や自己管理、情報連絡シートの作成を検討し、「心臓病手帳」を作成しました。 

・心不全の専門医の受診のタイミングが症状等を点数化することによって誰もがわかるよう

に「びわこ心不全スコア」を取り入れています。 

・本県と包括連携協定*を締結している企業や、循環器病対策を支援する企業と官民一体と

なって各地域医師会単位での心不全連携の会を開催するなど取組を進めてきています。 

・心不全患者の生活管理をすることで、悪化の徴候を早期に把握して心不全のステージを進

ませず QOL を維持するための取組が必要です。 
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取り組むべき施策～中間目標達成のための取組～ 

 

【重症化・再入院予防のための医療の実践と生活管理の促進】 

・患者・家族が地域の多職種連携のもとで支援を受けながら療養生活が行える体制の構築

を進めます。 

・地域支援者が生活管理に関する知識の向上を図るよう努めます。 

・患者・家族は脳卒中、心臓病の再発予防のために、支援を受けながら危険因子の医療的管

理を継続して行うとともに、自己管理ができるように努めます。 

・心不全については「心臓病手帳」を活用して、患者・家族と医療・介護従事者が日々の健康

管理により体調の変化を早期に把握し、必要時には早期の受診を行うことにより、重症化や

再入院予防につなげます。 

・心臓ペースメーカー埋込み者への生活での管理を実施します。 

・県民に対して、心不全に関する啓発を行います。 

 

【多職種連携体制の推進】 

・歯周病に起因する循環器病の重症化予防のため、医科歯科連携を推進します。 

・適切な運動処方を含む包括的なプログラムの実行を通じて、専門病院スタッフ、かかりつ

け医、歯科医師、通所リハビリテーション施設などの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、

訪問看護師、薬局薬剤師、地域の栄養士、介護支援専門員、相談員等が、地域の多職種連携

の会や勉強会等を通して、多職種で支える地域包括ケアシステムを推進します。 

・循環器病を専門としないかかりつけ医への研修の実施を検討します。 

・それぞれの職能に合わせた研修の機会を確保します。 

・地域での多職種連携の会等を活用しながら連携体制を検討します。 

・専門医や認定医、認定看護師等の知識を有する専門職がそれぞれの役割について検討が

できる取組を進めます。 

（厚生労働省の改変） 
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・心不全在宅療養支援のための検討を実施します。 

・「心不全情報シート」等のツールを活用した専門医とかかりつけ医の連携や、訪問看護・介

護支援専門員・心不全療養指導士等の地域支援者と主治医連携の推進を図るための連携体

制について検討していきます。 

【関係機関・職能による危険因子の管理の推進】 

・誤嚥性肺炎や深部静脈血栓症等の合併症の予防と治療が行える体制を整備します。 

・定期的な歯科健診や歯周病管理等、かかりつけ歯科医院での口腔管理を推進します。 

・在宅医療を担う薬剤師の活用を推進します。 

・薬剤師を中心に、服薬アドヒアランス獲得に向けて支援を推進します。 

・再発や重症化予防、QOL の維持のために在宅における栄養食事指導を推進します。 

・在宅における栄養食事指導について栄養士の活用を推進します。 

・心不全患者の重症化予防のため、訪問看護や介護支援専門員等の地域支援者による生活

状況の把握や、セルフケアへの支援を推進します。 

 

 

（３）循環器病の後遺症を有する者に対する支援 

  後遺症を有する者に対する支援体制が充実している 

目標 評価指標 出典 現状値 目標 

高次脳機能障害のある人

の地域生活を支える人材

が充実している 

圏域の連絡調整

会議の構成所属

のうち高次脳機

能障害専門相談

支援員研修（初

任者研修または

フ ォ ロー ア ッ プ

研修）を受講した

所属 

滋賀県障害

者 プ ラ ン

2021 

１５．３％ 
（R４年度） 

 

 

 

 

20.0％ 

 

【現状と課題】 

・循環器病は、急性期に救命されたとしても、様々な後遺症を残す可能性があります。 

・脳卒中の発症後には、手足の麻痺だけでなく、摂食嚥下障害、てんかん、失語症、高次脳機

能障害等の後遺症が残る場合があり、社会的理解や支援が必要です。 

［てんかん］ 

・てんかんについて本県では、「良質な精神保健医療福祉の提供体制構築を目指したモニタ

リング研究」によると、令和２年度（2020年度）の総患者数は5,733人となっていますが、

そのうち原因が循環器病である人数は不明です。 

・てんかんの治療が可能な医療機関については、令和５年（２０２３年）に実施した「医療機関

調査」では、２５病院となっています。 

［高次脳機能障害］ 

・県内には高次脳機能障害を診断、評価できる医療機関が少なく、高次脳機能障害に対応し

たリハビリテーションが可能な医療機関が少ないという課題があります。 

・高次脳機能障害支援センターにおいて、医療福祉相談モール構成機関と連携しながら、当

事者、家族、支援者への相談支援および普及啓発、人材育成、支援体制づくりを実施すると

ともに、圏域支援体制の充実を図るための取組を進めてきましたが、社会的行動障害に対

応できる機関が少ないことから、医師やリハビリテーション専門職への高次脳機能障害の理
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解のための啓発・研修会を開催し、関係機関への働きかけが引き続き必要です。 

［失語症］ 

・脳卒中による言語障害について、急性期で認められた失語症の 40%が１年以内に改善す

るとされていますが、多くは後遺症として残ります。 

・失語症は、「聞いて理解する」、「話す」、「読んで理解する」、「書く」、「計算する」の機能に低

下をきたしますが、どの機能が低下するかは、脳の障害部位や程度によって異なります。 

・摂食嚥下機能や言葉の障害について指導や助言をする専門職が言語聴覚士です。脳卒中

急性期や回復期の医療機関を中心に嚥下も含めた訓練、指導、助言等の支援を行っていま

すが、徐々に維持期や介護分野にも活躍の場が広がっています。 

・失語症患者がコミュニケーションに対して意欲を持ち続けることが大切で、家族や周囲も

注意を払い、残された能力を生かして生活することが重要です。 

 

 

取り組むべき施策～中間目標達成のための取組～ 

 

【てんかん】 

・小児期から成人期へのてんかん治療の連携体制の構築や、診療機関の情報提供体制等の

整備に努めます。 

・てんかん患者・家族の支援においては、生活上の留意点への理解に向けた支援や、就労関

係者への理解促進、生活支援の充実に努めます。 

【高次脳機能障害】 

・各圏域において、保健、医療、福祉等様々な分野の支援ネットワークづくりを進めることに

より、当事者や家族が身近な地域で障害特性に応じた相談支援を受けられるよう体制の充

実を図ります。 

・高次脳機能障害のある人が、適切に診断され、障害特性に応じた必要なリハビリテーショ

ンや福祉サービスを利用しながら望む地域で暮らせるよう努めます。 

【失語症】 

・滋賀県言語聴覚士会と連携して、失語症への理解を深めるための啓発講座を実施すると

ともに、失語症者の意思疎通を、地域で支援する人材の育成に努めます。 

 

 

（４）循環器病の緩和ケア*の推進 

  緩和ケアを提供できる体制が構築されている 

目標 評価指標 出典 現状値 目標 

循環器病患者が緩和ケアを受

けることができる 

心不全患者の緩和

ケアを提供してい

る病院数 

滋賀県調査 
1２病院 

（R５年） 
増加 

末期心不全患者が緩和ケアを

受けることができる 

末期心不全患者の

緩和ケア加算算定 
滋賀県調査 

２病院 
（R５年） 

増加 

県民が循環器病も緩和ケアの

対象であることを知っている 

県民の循環器病緩

和ケアの認知度 

滋賀の医療

福祉に関す

る県民意識

調査 

５．７％ 

（R4 年） 
増加 

循環器病に携わる医療従事者

の緩和ケアの理解が深まる 

日 本 心 不 全 学 会

HEPT 研修受講者 

日本心不全

学会 HP 
１２人 

 （R4 年） 
増加 
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【現状と課題】 

・緩和ケアの対象は「生命を脅かす疾患による問題に直面している患者とその家族」とされ

ており、緩和ケアの対象は“がん”に限定されるものではありません。 

・令和２年(２０２０年)の世界保健機関（WHO）からの報告によると、成人で緩和ケアを必要

とする頻度の高い疾患として循環器病があげられています。 

・循環器病は、生命を脅かす疾患であり、病気の進行とともに全人的な苦痛*が増悪すること

を踏まえて初期段階から継続して緩和ケアを必要とする疾患であるといえます。 

・例えば、臨床経過の特徴として増悪を繰り返すことが挙げられる心不全については、治療

と連携した緩和ケアも必要とされています。 

・平成３０年（２０１８年）４月に厚生労働省が報告書「循環器疾患の患者に対する緩和ケア提

供体制のあり方について」をまとめ、平成３０年度(2018 年度)診療報酬改定で心不全患者

に対する緩和ケア加算が、令和２年度（2020 年度）は末期心不全患者の外来緩和ケア管理

料が認められています。 

・本県では、平成 30 年度（2018 年度）から、滋賀県緩和ケア研修会に循環器科医師の受講

が増加し、研修会の事例を心不全患者としたりするなど、循環器病患者に対する緩和ケアの

取組が進められています。 

・日本心不全学会が開催する基本的心不全緩和ケアトレーニングコース（HEPT）の受講者は、

令和４年（２０２２年）で１２人であり、今後も受講者を増やし、心不全の緩和ケア提供体制を

整備することが必要です。 

・本県には、がんの指定病院が１３か所あり、緩和ケアチームが設置されています。 

・令和５年度（202３年度）医療機能調査により、病院におけるがん以外の患者（主に循環器

病）を対象とした緩和ケアの提供状況について調査を実施したところ、心不全患者の身体状

況に介入している病院が 12 病院、心不全患者の精神症状に介入している病院が 8 病院、

緩和ケアチームと循環器内科で合同カンファレンスを実施している病院が 2 病院でした。 

・令和５年度（202３年度）に循環器科を標ぼうする病院に対して実施した調査では、緩和ケ

アの提供は必要であるとされているものの、緩和ケアを提供できるスタッフがいない、シス

テムがないなどの課題があるとの結果でした。 

・循環器病患者への緩和ケア提供には、薬物（オピオイド*）の使い方、原疾患の治療が症状緩

和につながること、予後予測の難しさ、経験の乏しさ、人員確保、医療者側の認識不足、長期

に渡る疾患であるため診療科との関係性により緩和ケアチーム介入が難しいことといった

提供側の課題があります。終末期だけが緩和ケアの対象ではないことの認識や、人生の最

終段階をどのように過ごすかについて目標設定するためにACP（アドバンスケアプランニン

グ）*を推進する必要があるなど患者側の特性も影響しています。 

・がんの緩和ケアを提供する関係者を通して、循環器病の緩和ケア提供のあり方を検討する

とともに、循環器病の緩和ケア提供体制を構築していく必要があります。 

・令和４年度（２０２２年度）県民意識調査では、５．７％が「心不全などの循環器病も緩和ケア

の対象であると思っている」と回答されており、県民への緩和ケアの理解を深める取組が必

要です。 

 
  【表２６】がん以外の患者（主に心不全等の循環器病）への緩和ケア提供状況 

主に心不全等の循環器病への緩和ケア提供状況 １２病院中 

心不全患者の身体症状に介入 １２ 

心不全患者の精神症状に介入 ８ 

心不全に対する緩和ケア診療加算 ２ 

心不全に対する外来緩和ケア管理料 なし 
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循環器病やがん患者以外の身体症状に介入 ７ 

循環器病やがん患者以外の精神症状に介入 ５ 

緩和ケアチームと循環器内科で合同カンファレンスを実施 ２ 

緩和ケア研修会で循環器科と連携 ８ 

院内での緩和ケアに関する会議で非がんについても検討 １２ 

 

 

取り組むべき施策～中間目標達成のための取組～ 

 

【循環器病の緩和ケアの提供体制の検討】 

・県と医療機関は、循環器病に携わる医療従事者の「滋賀県緩和ケア研修会」への受講促進

に努めます。 

・日本心不全学会が開催する基本的心不全緩和ケアトレーニングコース（HEPT）の受講促進

に努めます。 

・県と医療機関は、患者の苦痛を身体的・精神心理的・社会側面的等の多面的な観点を有す

る全人的な苦痛として捉えたうえで、全人的なケアを行うべく、多職種連携や地域連携のも

とで、循環器病患者の状態に応じた適切な緩和ケアを治療の初期段階から提供できるよう

に検討します。 

・がん領域における緩和ケアの取組との連携を図り、循環器病の緩和ケア推進に向け検討し

ていく場の充実を図ります。 

・県は、専門的な緩和ケアの質を向上させ、患者と家族の QOL の向上を図るため、国が行

う循環器病の緩和ケアに関する研修会を活用するとともに、本県においてもがん以外の緩

和ケアに関する研修の実施について検討します。 

【循環器病の緩和ケアの情報提供の推進】 

・循環器病の緩和ケアについて県民への周知に努めます。 

 

（５）治療と仕事の両立支援 

  仕事を望む人が就労できている 

目標 評価指標 出典 現状値 目標 

両立支援推進チームにより

治療と仕事の両立支援が充

実している 

出張相談支援の場 滋賀県 ９病院 増加 

脳卒中、心疾患の従業員に

対して事業所が復職に配慮

している 

脳卒中や心臓病治療

中の労働者がいる（か

つていた）事業所のう

ち、職場復帰可能と回

答した事業所 

滋賀県治療と

仕事の両立支

援に関する事

業所調査 

64.6％ 

（R4 年） 
増加 

事業所が外部機関を活用し

ている 

脳卒中や心臓病治療

中の労働者がいる（か

つていた）事業所のう

ち、相談したことがあ

ると回答した事業所 

滋賀県治療と

仕事の両立支

援に関する事

業所調査 

20.8％ 

（R4 年） 
増加 

両立支援を行う者が増加し

ている 

両立支援コーディネー

ター基礎研修受講者

数 

（独）労働者建

機安全機構 

（NDB） 

１８９名 
（R5 年３月） 

増加 

令和５年度滋賀県医療機能調査（病院） 
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【現状と課題】 

・脳卒中を含む脳血管疾患の治療や経過観察などで通院・入院している患者（全国で約 1７４

万人）のうち、約 1７%（約３０万人）が 20～64 歳です。65 歳未満の患者では約７割がほぼ

介助を必要としない状態まで回復するとの報告があります。 

・滋賀脳卒中データセンターの登録によると、平成 23 年（2011 年）から平成 2８年（201６

年）までの初発患者で退院時のｍRS（ｐ２９※７参照）が０～２であったものは全年齢で 44.４%で

あり、また、一部介助が必要だが歩行ができるｍRS３まで含めると 55.８％であり、多くが

発症しても職場復帰（復職）することが可能な状況にあることがうかがえます。 

 

・心血管疾患の患者（約３０６万人）のうち約１９%（約５８万人）が２０～64 歳です。治療後通

常の生活に戻り、適切な支援が行われることで職場復帰できるケースも多く存在しますが、

治療法や治療後の心機能によっては継続して配慮が必要な場合があります。 

 

・令和４年度（２０２２年度）に、県内事業所を無作為抽出した治療と仕事の両立支援に関す

る事業所調査を実施したところ、休職治療中の労働者が職場復帰を希望した場合、「職場復

帰が可能」と回答した事業所は６４．６％であることがわかりました。 

・同調査において、病気治療中の労働者の休職・復職にあたり外部の機関・団体、専門職に

「相談したことがある」と回答した事業所は、２０．８％でした。 

 

・本県では、平成３０年度（２０１８年度）から、治療と仕事の両立支援について、「がん患者就

労支援専門部会・滋賀長期療養者就職支援担当者連絡協議会・滋賀県両立支援推進チーム

合同会議」（以下「合同会議」という。）を開催し、両立支援に係る取組状況の共有や、相談窓

口一覧の作成、事例の共有、啓発資材の作成など、両立支援の推進のために様々な立場か

ら取組の検討をしています。 

 

・本県では、９か所のがんの指定病院に治療と仕事の個別相談の窓口（ハローワークの就職

支援ナビゲーター*、社会保険労務士*、両立支援促進員*）を設けており、対象をがん患者に

限ることなく相談対応をしています。 

・また、一次脳卒中センター（PSC）コア施設の脳卒中相談窓口においても、両立支援等の就

労に関する相談対応が開始されています。 

・滋賀産業保健総合支援センターが、５０人未満の事業所等に対して両立支援の促進活動を

実施しています。 

・（独）労働者健康安全機構において、両立支援コーディネーター基礎研修が開催されており、

職場での両立支援の促進が図られています。 

 

・循環器病の治療と仕事の両立支援について、合同会議で共有するとともに、今後も実態を

把握し、就労支援を推進していく必要があります。 

 

取り組むべき施策～中間目標達成のための取組～ 

 

・合同会議は、成人先天性心疾患も含めた循環器病患者の就労について県民、事業者の理

解の促進に努めます。 

・合同会議は、治療と仕事の両立支援についての現状と課題を情報収集し、本県における就

労支援について検討します。 

・合同会議は、治療と仕事の両立支援に関する情報提供の充実を図ります。 
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・合同会議は、両立支援に関するセミナー等を開催します。 

・滋賀労働局はハローワークを中心に循環器病患者の就労に関する支援に努めます。 

・滋賀産業保健総合支援センターは、事業所と労働者に対して、循環器病患者等の両立支援

の促進に向けた取組に努めます。 

・循環器病患者の就労支援だけでなく、事業所や医療機関等で両立支援を行う者に対して

の支援を検討します。 

・県は、健康寿命延伸プロジェクト表彰として、治療と仕事の両立支援に積極的な企業・事業

所を表彰するとともに、循環器病患者と事業所の両立支援に関する意識の向上と取組の推

進を図ります。 

・県労働相談所、滋賀労働局総合労働相談コーナーにおいて、労働に関する様々な相談に対

応します。 

・広報紙「滋賀労働」や労務管理セミナー等において、仕事と治療の両立支援について啓発し

ます。 

・滋賀県立むれやま荘において、専門機関や地域の関係機関と連携しながら、高次脳機能障

害がある方への就労に向けた自立訓練や就労移行訓練を提供します。 

・高次脳機能障害支援センターや働き・暮らし応援センターなど各関係機関が連携しながら、

就労支援を含めた支援体制の充実を図ります。 

・高次脳機能障害支援センターにおいて、支援機関と連携のもと、就労や定着に向けたソー

シャルスキルトレーニングを実施するなど、コミュニケーションスキルの向上に向けた支援を

行います。 

 

（６）小児・若年期の循環器病への支援 

  胎児期の段階を含め、小児から成人まで必要な医療を切れ目なく行える体制が整備され

ている 

目標 評価指標 出典 現状値 目標 

出生前から小児期に適切な医療

が受けられる体制ができている 

周産期死亡症例

検討会 

県医療政策

課 
開催 

継続

開催 

児童生徒の心疾患の早期発見

ができる 

心臓検診検討会

の開催 

県教育委員

会 
年１回開催 

継 続

開催 

成人科への診療移行ができ、適

切な医療の提供が受けられる 

移行期医療の検

討状況 

県健康寿命

推進課 
年１回開催 

継続

開催 

 

【現状と課題】 

・全国では、約１００人に１人、年間１万人の新生児が先天性心疾患をもって誕生しています。

胎児期の５か月頃から心臓が超音波で確認でき、多くが胎児期の７～８か月頃に病気を発

見することができるため、重度の心疾患の場合は、産まれる前から準備がされています。 

・医療の進歩により治療成績がよくなり、重度の先天性心疾患の子どもの多くは予後が改善

されるようになっています。 

・本県では、周産期死亡症例検討会を開催し、循環器病を含めた全死亡症例について検討を

行っています。 

・本県では、小児の心臓手術を行える医療機関がないため、県外の医療機関で手術を受けて

います。 

・本県では、心疾患等の既往歴がある、あるいは育児不安を抱える妊産婦や先天性疾患を持

って生まれた新生児に対し、迅速で適切な支援を実施するためハイリスク妊産婦・新生児援

助事業のハイリスク連絡票を用いて医療機関と市町が相互に連携した取組を行っています。 
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・また、学校健診等の機会を通して子どもの循環器病が見つかることがあります。 

・本県では、児童生徒の心臓疾患および異常の有無にかかる心電図検査および健診方法に

ついて検討することで、心臓検診をより精度の高いものとするため「滋賀県児童生徒心臓検

診検討会（以下、「心臓検診検討会」という。）」を設置しています。 

・学校で実施した心電図検査において精密検査が必要となった場合は、学校、保護者、医療

機関、教育委員会で情報を共有しています。 

・県教育委員会へ提出された管理指導表は、心臓検診検討会のメンバーにより内容がすべ

てチェックされます。確認が必要な管理指導表は主治医へ照会をかけ、診断基準の確認およ

び心臓精密検査において必要な検査の施行や管理区分の変更が行われ、より精度の高いも

のとしています。 

・心臓検診検討会後、『児童生徒の心臓疾患の管理』を発行し、心電図検査の経過と滋賀県

学校心臓検診の心電図判定基準を載せることで健康管理体制の充実を図っています。 

・定期受診が必要な児童生徒には受診時期に合わせて保護者に受診を依頼し管理指導表を

渡しますが、症状がないと受診を見合わせられることが課題となっています。 

・令和３年度学校保健統計調査によると、本県における「心臓」の疾病・異常（心膜炎、狭心症、

心臓肥大など）の者の割合は、幼稚園が 0.3％、小学校が 1.9％、中学校が 1.8％、高等学

校が 2.4％となっています。幼稚園は全国平均値と同じ数値ですが、小学校で 1.1 ポイント、

中学校で 0.8 ポイント、高等学校で 1.5 ポイント全国平均値を上回りました。 

・先天性心疾患は、治療法の開発や治療体制の整備によって死亡率は減少し、多くの子ども

の命が救われるようになっています。 

・完治するものもあれば、治療や合併症の対応が継続して必要になる場合があり、保護者の

役割は大きく、治療や生活に関する負担など対応の長期化が課題になっています。 

・県内の成人先天性心疾患患者は、成人期を迎えても小児科での受診や、手術を行った県外

の医療機関で定期受診をしています。 

・成人期を迎える前に、循環器病を含めた健康管理や受診先など、成人移行に関する相談支

援や慢性疾患児の移行期医療連携に課題があります。 

・令和３年度（2021 年度）から、「慢性疾病児童等地域支援協議会」を設置して先天性心疾

患も含めた慢性疾患児と保護者にかかる就園・就学、就労等のライフステージに応じた支援

などを検討しています。 

・小児・若年期の循環器病患者のライフステージにおいて、就学、就労、結婚、リプロダクティ

ブヘルスなど、自立していく過程での課題に対して支援の充実が求められています。 

 
【表２７】学校（園）における児童・生徒等の心臓の疾病・異常（％） 

 H29 年 H30 年 R1 年 R2 年 R３年 

幼稚園（滋賀県） 0.9 0.4 0.6 0.４ 0.3 

幼稚園（全国） 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 

小学校（滋賀県） 1.5 1.7 1.6 1.6 1.9 

小学校（全国） 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 

中学校（滋賀県） 1.5 2.3 1.3 2.1 1.8 

中学校（全国） 0.8 1.0 0.9 1.0 1.0 

高等学校（滋賀県） 1.8 1.7 2.7 2.0 2.4 

高等学校（全国） 0.7 0.9 0.9 0.9 0.9 

 

 

 

文部科学省 学校保健統計調査 
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【表２８】県内の小児慢性特定疾病医療受給者証所持者 

 H29 年度 H30 年度 R1 年度 R２年度 R３年度 R４年度 

総 数 １,７８０ 1,750 １,７３３ １,８６９ １,７３７ １,７５３ 

慢性心疾患 ３５５ 345 ３３７ ３６３ ３５４ ３４１ 

 

 

取り組むべき施策～中間目標達成のための取組～ 

 

・出生前の検査で早期に先天性心疾患を発見し、円滑な連携による必要な医療を提供します。 

・「周産期死亡症例検討会」における検討を継続し、出生前から小児期に適切な医療が受け

られる体制整備に努めます。 

・滋賀県ハイリスク妊産婦・新生児援助事業により、医療機関と自治体が相互に連携し、ハイ

リスク連絡票を用いて先天性疾患のある子どもを持つ保護者の支援を行います。 

・学校健診等の機会で小児の循環器病患者の早期発見に努めます。 

・「滋賀県児童生徒心臓検診検討会」で検診の精度管理の向上に努めます。 

・本県における小児期から若年期における課題等について、「滋賀県慢性疾患児等地域支援

協議会」で協議します。 

・先天性心疾患を含む慢性疾患児の移行期医療連携の推進に向け、小児期から成人期まで

切れ目なく医療を提供できるよう、「滋賀県移行期医療支援センター」の設置を検討します。 

・慢性疾患児童等の自立（自律）に向けて、移行期医療支援コーディネーターの設置を検討し

ます。 

・循環器病患者に対して、小児期から成人期にかけて必要な医療を切れ目なく行うことがで

きる移行期医療支援の体制整備を検討します。 

・先天性心疾患患者を中心に、本人・家族の療養生活に係る相談支援や自立支援を推進しま

す。 

・将来的に県内の医療機関においても先天的心疾患を診ることができるための人材育成や、

先天性心疾患に係る実態の把握等、基盤整備を推進します。 

 

 

（７）循環器病に関する適切な情報提供・相談支援 

  適切な情報提供がされ相談支援が受けられる体制が整備される 

目標 評価指標 出典 現状値 目標 

循環器病に関する情報の提供

体制ができている 

脳卒中の相談窓口

を設置している急

性期脳卒中診療が

常時可能な医療機

関数 

日本脳卒中

学会 HP 
４病院 増加 

 

【現状と課題】 

・滋賀医科大学のウェブサイト「滋賀脳卒中ネット」や滋賀医科大学に事務局がある「滋賀循

環器懇話会」では、県民に向けて病気・治療、県民公開講座などの情報、医療保健関係者に

向けて診療ネットワークや研修会などの情報を掲載しています。 

・一次脳卒中センターコア施設として認定されている滋賀医科大学附属病院、大津赤十字病

院、彦根市立病院、市立長浜病院において、脳卒中相談窓口が設置されています。 

・循環器病に関する症状、治療や費用、生活習慣病に関する知識、患者団体等の活動などの

厚生労働省 衛生行政報告例 
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情報提供について一層充実していく必要があります。 

・相談支援については、急性期の医療受診から慢性期における医療、介護および福祉サービ

スに関することまで多岐にわたります。 

・介護や福祉サービスについては、医療機関でも相談でき、手続きなどは身近な市町が窓口

になっています。 

 

取り組むべき施策～中間目標達成のための取組～ 

 

・県は、循環器病に関する科学的根拠に基づいた正しい情報を提供するために、国や国立循

環器病研究センター、関係機関等の情報収集に努めます。 

・患者・家族が疾患の特性に応じ、個別のニーズに対応した必要な情報、急性期の段階から

確実にアクセスして活用しながら問題解決が出来るよう、情報提供・相談支援のあり方を検

討します。 

・脳卒中相談窓口を設置する一次脳卒中センターは、急性期医療機関から直接自宅へ退院

する患者・家族への相談支援を行うとともに、回復期・維持期（生活期）の医療機関に転院す

る患者・家族に対して適切な情報提供に努め、必要に応じて地域の支援機関につなぐ体制

を整備します。 

・県は、循環器病の症状・治療・費用、生活習慣病に関する知識、患者団体等の活動について、

県ホームページ等を活用しながら効果的な周知啓発について検討します。 

・県は、循環器病の知識、患者団体等の活動等について、医療機関や高齢者等の生活を支え

る地域包括支援センターなどとも連携・協力しながら適切な情報提供・相談支援の取組に努

めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


